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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

新エネルギー小委員会（第９回） 

 

日時 平成27年２月３日（火）16：00～18：22 

場所 経済産業省 本館地下２階 講堂 

議題 

（１）出力制御の運用について 

（２）太陽光及び風力の導入状況等について 

 

１．開会 

 

○山地委員長 

 それでは、定刻になりましたので、今から総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネル

ギー分科会新エネルギー小委員会の第９回を開催させていただきます。 

 年が明けてから１回目ということになりますが、ご多用中のところご出席いただき、ありがと

うございます。 

 まずは事務局から資料の確認をお願いします。 

○松山新エネルギー対策課長 

 それでは、本日の資料について確認をお願いいたします。お手元のほうに資料、資料１から４

までと参考資料の１から３までございますでしょうか。落丁とか乱丁ございましたら、また会議

の途中でも結構ですので、おっしゃっていただければと思います。 

 

２．議事 

（１）出力制御の運用について 

（２）太陽光及び風力の導入状況等について 

 

○山地委員長 

 それでは、今日議題は２つに分けておりますけれども、資料１が今後の検討課題についてであ

りますが、その後、本日の議題についての資料２、３、４とあるわけですが、連続してご説明い

ただいて、その後議論は２つに分けて行いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○松山新エネルギー対策課長 

 それでは、資料のご説明をさせていただきます。 

 今、委員長のほうからございましたように、今日は議題を２つご準備してございまして、資料

２の出力制限の運用に関する検討の方向性という議題と、太陽光、風力についての導入状況等に

ついてというこの２つの大きな議題を考えてございます。年を明けまして、改めましてこの新エ

ネ小委員会の中でご議論いただきたいと思っております項目についてちょっと整理をいたしまし

たので、資料１につきまして簡単にご説明してまいりたいと思います。 

 昨年、新エネ小委員会が始まりました後、当初エネルギーミックスも念頭に置きながら、どう

いう導入目標を持っていくか、コストのシミュレーション等をやっていくということで話を進め

てきたわけなんでございますが、昨年９月の電力会社の接続保留問題に端を発しまして、まず足

元の運用上の課題解決ということに集中して、運用的な問題をご議論いただいたところでござい

ます。委員会での活発かつ中身の濃い議論をいただきました結果、昨年の12月18日の委員会をも

ちまして出力制御に関する変更と価格決定等についての運用変更ということについてまとめさせ

ていただきまして、それを受けて、パブコメを経て、参考資料２ということで本日配付してござ

いますけれども、パブコメ後、１月22日に関連する省令告示を交付いたしまして、26日以降施行

しているところでございます。 

 パブコメで実に2,000件、意見にして3,000件を超える非常に高い関心をいただいたところでご

ざいますが、まさにこの委員会の中でご議論いただきましたことの集約といたしまして、この新

しい出力制御もしくは価格の決定方式というものが施行に移ったことにつきまして、まず感謝申

し上げたいと思いますし、今度はこの足元の課題から、本格的に本腰を入れた制度そのものの議

論に移っていきたいと考え、今後の検討すべき項目等についてということでまとめさせていただ

きました。 

 改めて資料１でございますが、大きく３つ項目を書いてございます。１と書きましたのは、本

日この中で太陽光、風力について特に導入量に関してご議論いただきたいと思っているわけなん

でございますが、今後の再生可能エネルギーの導入の姿、これは今後再生可能エネルギーのみな

らず原子力、火力、さまざまなエネルギー源の中でのミックスを考えていかなければならないわ

けでございまして、その際にまず再生可能エネルギーサイドの中で今後どういう導入のパスが描

けていけるだろうかということについて、2030年というのを一つのターゲットとしつつご議論い

ただければと思っておりますけれども、太陽光、風力、地熱、水力と多々書いてございます各電

源、さらには再生可能エネルギー熱という熱の部分も含めまして、再生可能エネルギーの導入に
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ついての見通しと課題ということを精査していっていただければと、そういう議論をいただけれ

ばと思っております。 

 なお、コストのシミュレーションにつきましても含めて、もちろんこの小委員会の中でご議論

いただきたいと思っております。それを踏まえた上で、この検討成果につきまして長期エネルギ

ー需給見通し小委員会、いわゆるエネルギーミックスの小委員会のほうに対しまして、この本小

委員会の議論の結果、検証の結果というものを報告させていただきまして、そこの議論を踏まえ

てエネルギーミックス全体の議論を３Ｅ＋Ｓ、つまり安定供給、コスト、環境負荷、安全性とい

う全体を見通した上で、各エネルギーの特性、バランス等を考慮して全体の形が検討されていく

という形になるわけでございますので、このミックスの小委員会とある意味キャッチボールする

形で、この新エネルギー小委員会の中で議論していただきたいと考えているところでございます。

これが１でございます。 

 その上で、ミックスの中でどれぐらいの再生可能エネルギーを導入していくべきだろうという

議論がされていくわけなんですが、この本小委員会の中でもこれまでも何度もご指摘いただいて

おりますように、見定める導入水準の高さ、目標ということに応じた形で政策・制度、さらには

電力システムのあり方ということについて議論していかなければならないと、かようなようにこ

の小委員会の中の議論として受けとめているところでございます。 

 まず、政策・制度の見直しということについてまいりますと、ここでは３つ書いてございます

が、１つは並行して進んでございます電力システム改革、１段、２段、そして３段という３段階

での改革の３段階目に今これから入っていくわけでございますが、まさに電力システム改革に伴

って生じるいわゆる発送電分離後の発電、送配電、小売と、各事業者の間でどのようなやりとり、

取引、システムになっていくのかということが恐らく再生可能エネルギー発電の位置づけにも大

きくかかわってくるものでございまして、このシステム改革後の姿ということを念頭に置いた固

定価格買取制度全体のあり方を検討していかなければならないというふうに考えてございます。 

 その次の丸で書いてございますが、小売全面自由化された後の回避可能費用の算定方法の見直

しというところは、まさにインバランス料金を考えていく際の回避可能費用の算定ということを

どう考えるかという議論でございます。ここは参考資料３として配付してございますが、多分に

ちょっと専門性の高い議論でございますので、お許しいただけるようでございましたら、本小委

員会のもとに置かれております買取制度運用ワーキンググループのほうにこの議論をまずはお委

ねさせていただければと考えております。 

 （２）がこれまで運用上の課題につきまして省令告示等で進めてまいりましたものにつきまし

て、法制度としてどう考えていくかという論点でございます。ここはもうこれまで議論いただい
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たことの繰り返しになりますので多くは述べませんが、バランスのとれた再エネの導入、国民負

担の適正化、そして、今回問題となりました接続回答保留問題といった接続と認定等の仕組み自

体の見直しということも含めた制度のあり方をご検討いただければと考えております。 

 そして、再生可能エネルギーの導入を拡大していく上では、法制度のみならずさまざまな政策

的な支援、環境の整備が重要になってまいります。この小委員会の中でも以前、各電源ごとの導

入の環境についてご議論いただいたところでございますけれども、予算、税、さらには規制制度

といったことについてのご議論もいただければと思っております。 

 これとまた独立して、３ポツとして整理しておりますのが電力系統をめぐるさまざまな課題で

ございます。 

 （１）に黄色のマーカーで線を引いておりまして、実はここの部分は本日この後にご議論いた

だきたいと思っているところでございますが、安定的かつ透明な系統運用を確保していく上では、

出力制御が非常に重要な役割を担うところでございまして、このことは再生可能エネルギーの発

電事業者間の負担のバランスですとか事業を実施する上での予測可能性といったことにも非常に

多くの影響を及ぼしてくるものでございます。ですので、本日はこの中で特に弾力的な出力制御

システムの具体的運用ルールということを定めていく上での基本的な考え方をまさにこの後ご議

論いただきたいと思っておりますし、その上でより専門的・技術的な議論につきましては、本委

員会のもとに置かれております系統ワーキンググループのほうで技術的な議論、検証作業を行っ

ていただきたいなというふうに考えているところでございます。 

 あと、（２）、（３）といったところにつき申し上げますと、これは系統ワーキンググループ

の中で議論いただき、昨年12月18日の小委員会のまとめの中でも整理させていただきましたけれ

ども、今後受け入れを拡大していく上では、電力系統システムの整備、ルールの整備ということ

が非常に重要な要素になってまいります。電力会社単位だけではなく、日本全体で効率的な受け

入れが可能となるような広域的な系統システムの構築と、これを実現するためには前後しますけ

れども、（３）で書きましたような連系線・地域内系統という系統自体の強化というものが重要

になってまいりますし、その中で、その上を通ってまいります再エネ電気の取引に関しましての

精算ルールもしくは連系線の利用自体についての運用ルール、こういった議論も必要になってく

るかと思っております。 

 特に３ポツの（２）、（３）に関する部分につきましては、資源エネルギー庁の中でも電力・

ガスの担当部局の検討とも密接に連携をとりながら、むしろその部局における知見を活用いただ

き、より再エネ電気がうまく入っていけるような仕組みをつくる必要がございます。小委員会と

しましても、そちらの委員会との共同作業が必要になってくる部分と考えているところでござい
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ます。 

 それでは、議題の２つの項目についての説明に移らせていただきたいと思います。 

 資料２のほうでご説明します。 

 まず、こちらの出力制御運用に関する検討の方向性というのは、先ほどの検討課題、資料１で

いいますと、３ポツの（１）の３つ目の丸に相当する部分でございますが、繰り返しになります

けれども、出力制御は非常に重要な要素になってまいります。先ほど申し上げましたパブコメ、

2,025通、件数で3,230件の意見のうち相当の部分がこの出力制御に関する部分でございました。

その中でも電力会社の運用によりまして事業者ですとか家庭の間で不公平が生じてはならないと、

これは回避しなければならないという意味で、適切かつ公平なルールをつくらなければいけない

ですし、同時に遵守状況を適切にチェックすることが必要であるというようなご意見は多々ござ

いまして、私どももそのパブコメに対する回答といたしまして、これをしっかりと検討していく

というふうに考えておりまして、まさにこの小委員会、さらにはこの後に検討をお願いしたいと

思っております系統ワーキンググループの中でご議論いただければというふうに考えております。 

 ちょっとおさらいといいますか整理を申し上げて、１ページごらんいただきますと、去る１月

22日の省令改正の中では、出力制御のルールにつきまして、ここで５つ書いてございますが、大

きな新たな弾力的な出力制御に移行するための措置を講じたところでございます。太陽光発電、

風力発電につきまして、無補償の出力制御の対象範囲というものを従来の500ｋＷ以上からそれ

未満の設備にも拡大させていただきました。また、その際、その出力制御の上限につきまして、

従来の日数制、その上での30日ルールという形での日数制から時間制に変更し、太陽光発電につ

きましては年間360時間、風力発電については年間720時間を上限といたしました。 

 その上で、この時間制を導入するに際しまして必要となります出力制御用の機器の設置につき

まして、電力会社の求めに応じて発電事業者がこれを導入していかなければならないという接続

の条件としての規定を設けたところでございまして、この具体的な運用をどうしていけばいいの

か。最後のポツで書いてございますように、特に指定電気事業者に12月22日に指定したわけなん

でございますが、北海道電力に加えて東北、北陸、中国、四国、九州、沖縄と６社が指定された

わけでございますが、この指定事業者につきましては、まさに指定事業者になった後の制限のな

い形での出力制限といった場合に、では具体的なその見通しがどうなるのかということは非常に

高い関心として寄せられているところでございまして、この見通しの公表ということは、今回の

省令改正でも義務づけしたところでございますので、まさにそこつながる議論だというふうにお

考えいただければよろしいかと思います。 

 それでは、ルールにつきまして簡単に全体の出力制御等の順番についておさらい的に申し上げ
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ますと、２ページでございます。 

 省令第６条１項各号の中でルール化されているわけでございますけれども、まずは再生可能エ

ネルギーの出力制御に入る前に火力、そして揚水といったものを最大活用していく。次にバイオ

マスの専焼、地域型バイオマス発電の設備ということに対する出力制御ということが今回の省令

改正の中で位置づけられ、その後、卸しの取引を超えた後に同順位で太陽光と風力の出力制御と

いうのが対象なってくるわけでございます。 

 この太陽光、風力について見ますと、出力制御の順番からしますと同順位に位置づけられてい

るわけでございまして、その中で、一方で10ｋＷ未満について特に住宅用が多いわけでございま

すので、10ｋＷ以上の出力制御を行った上で、10ｋＷ未満に対して制御に入るというルール化を

させていただいたところでございます。実際には、今回の省令改正前に参入されていらっしゃる

30日ルールが適用される事業者の方と、今回の省令改正後の360時間、もしくは風力でいうと720

時間のルールの対象者と、さらには指定電気事業者となり実際に制限なく無補償の出力制御を受

けなければならない事業者の間でどのような取り扱いにしていく必要があるのかというような論

点が出てくるわけでございます。 

 次をめくっていただきまして、３ページに本日ご議論、ご意見を頂戴したいと思っております

基本的な考え方と論点というものをまとめてみました。 

 まず、原則論として考えてまいりますと、出力制御自体は系統を安定化させていくための必要

最小限のものであるべきと。このことについては特にご異論ないところだと思います。ＦＩＴ法

の省令の中でも出力制御に関する情報というのは電力会社にこれを公表する義務をかけているわ

けでございますし、実際４月以降、設立されることになります広域運営機関のほうでも一元的に

これを公表することを予定しているわけでございます。まずは実績をしっかり評価してチェック

していくということが大変重要なことだと思っております。 

 その上で、今回２つ、公平性の確保というところともう一つの丸に書きましたシステム自体の

運用実効性の確保という２つの原則論があると考え、それぞれを実施する際、この各電力事業者

のサイドで、どのような考え方で運用ルールを定めていけばいいのかというところが本日のご議

論いただきたい論点でございます。 

 最初に書いておりますバーのところでいうのは、これ太陽光と風力の間での優先関係、公平性

の確保についてどう考えればよいのかと。太陽光発電、もちろんのことながらこれは昼間しか発

電ができません。風力というのは昼夜問わず発電が可能な発電形式、設備でございます。欧州と

かを見てまいりますと、大体夜間に出力制御がかかることが多うございますので、ほとんどの場

合、ほぼ全てと言ってよいぐらい風力発電のみが制御対象になっているというのが実績でござい
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ます。 

 では日本で考えた場合に、実際に発生する出力抑制が対象となるような時間帯、その時間帯の

中における稼働設備の場合によってはキャパシティベースで全て案分して対象として考えていく

べきなのか、それとも電源ごとのバランスを考えながら、昼間の間は両方ともかけられる、夜は

かけられないと。太陽光はかけられないということを念頭に置いた上での何かしらのバランスを

とる必要があえてあるものなのかどうなのか、こういったところが１つの論点になるかなと思っ

ております。 

 次に、次のバーで書いております話は、先ほどから申し上げておった中にございます30日、

360時間、720時間、さらには指定電気事業者制度というさまざまな適用が実際に入ってきた時点

においての差がいろいろとあるわけなんでございますが、その事業者の間で出力制御において完

全に公平にあるべきか、もしくは何かしらの優先関係というのを認めてよいものなのかどうなの

かという論点でございます。 

 実際電力会社の方々とお話を聞いてまいりますと、当然のことながら電力会社の立場からしま

すと、できる限り自分たちのほうにバッファはとっておきたい、有償となるような出力制御はで

きるだけそのリスクはとっていきたくないと考えていきますと、これは無制限、無補償の指定電

気事業者に対する出力制御を早くかけていきたい、より多くかけていきたいというインセンティ

ブが沸くのも致し方ないところなのかもしれません。 

 でも一方で、ではそれぞれの事業者の間で何らかの差異があるものなんだろうかと。算入した

時期、省令が適用された時期によって差異を設けるべきなんだろうかといった考え方があろうか

と思います。 

また、ぎりぎりかけていった場合にラスト１日分というところが生じたときに、その１日分

についてなり最後のバッファを30日もしくは360時間のルールのほうに持たせてあげていいもの

なんだろうか、そのあたりの裕度をどれぐらい電力会社のほうに与えるべきなのかどうなのかと

いうこの公平性の考え方と実務の運用の考え方といったことがご議論いただければ幸いでござい

ます。 

 ３番目のバーのところで書きましたお話は、今度は規模に関する論点でございます。今般の省

令改正によりまして、まずは10ｋＷ以上の太陽光発電設備の出力制御を行った上で10ｋＷ未満の

太陽光発電設備が出力制御されるということが省令上規定していたところでございます。この実

際の運用におきまして、果たして10ｋＷ以上の太陽光発電設備を30日分、フルフル全部かけてか

らでないと、その10ｋＷ未満についてはかけられないものなのだろうか。ある程度のそこは電力

会社のサイドにも運用上での裕度が与えられていかないと、そこもなかなか運用が難しいような
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気もいたします。その出力制御を行わざるを得ない事態というものをどう考えていけばいいのだ

ろうかというのが１つ論点になってくるかと思いますし、ここは10ｋＷ未満ということについて

住宅用、家庭用ということを念頭に議論してきているところでございますが、最近の住宅の中で

は、10ｋＷを超えるものも出ております。 

 他方で10ｋＷを越えてまいりますと、その他の野立ての太陽光パネルでの発電というものと何

が違うのかということはなかなか難しい、低圧分割案件を含めて50ｋＷ未満のところの案件の数

は非常に早いスピードで伸びてきているということを考えたときにこの10ｋＷを超えた部分、例

えば50ｋＷ、例えば500ｋＷといった規模別に、では公平性について何か特別なルールを設けて

あげる必要があるのだろうか、いやいや、公平性を考えるならば全ては一律に公平を確保してい

くのが筋ではないだろうかと、こういったところがここの論点になるのかと思っております。 

 ４つ目のバーでございますけれども、ここは年度の考え方、年度内における公平性ということ

と、年度をまたいだ中での公平性ということをどう考えればいいかという論点でございます。そ

こに行く前に、そうすると、各年度の中で、もしくは一回一回の出力抑制の中できめ細やかにそ

れぞれの設備について設備容量ベースで、プロラタできれいに切っていく、これが理想形なのか

もしれません。 

 ただ、それを実現するためには次の運用実効性にも絡んでまいりますけれども、かなりの労力

とかなりのコストがかかってまいりますし、それが本当にうまくできるかという問題も出てくる

かもしれません。仮にそうする場合に電力会社のほうで運用実務上限界があると考えるならば、

ある程度年度内においてバランスが完全にとり切れない状況ということが許容されるものだろう

か。仮にされるとした場合に、年度ごとに一回一回切れて考えていくべきものか、特定の事業者

については、年度平均ではないもののある程度年度をまたいでいったときに滑らかな形のバラン

スがとれていく必要があるのだろうか、どのような形でそれをルール化しチェックしていけるも

のだろうか、この辺は非常に難しい論点になってまいりますし、具体の制度自体は運用の話を踏

まえながらやっていかなければいけないわけなんでございますが、まずはこの委員会の中で考え

方についてご議論いただけないものかと思っております。 

 最後のバーで書きましたところについては、２つ目、３つ目の論点にもかかわってくるところ

でございますが、義務対象となっていないカテゴリー、すなわち従来の省令の改正前のルールを

適用する方について、できることなら全部時間制に移行してもらいたいというのが我々も思って

いるところでございますし、これをできる限り自発的に時間制に移行するような取り組みを進め

ていき、その場合は、その人たちに対しては同じような時間制という前提で制御をかけていくと

いう原則論を貫いていくべきではないか、それでいいのだろうかというような論点でございます。 
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 これは公平性という観点、切り口で整理したものでございますが、この裏に必ず出てまいりま

すのは運用実効性をどう確保していくかという部分でございます。大原則は公平性なわけでござ

いますが、一方で何のために出力制御をするかといいますと、電力の安定供給のためでございま

して、安定供給が必ず図れるためには、電力会社のサイドで柔軟に運用ができる、確実に停電が

起こらないようにするということが重要なわけでございます。 

 そう考えた場合に、ある程度業務の中での使い勝手ということも考える必要もあるわけでござ

いまして、その場合、例えば急激な需給バランスが崩れる、天候の変化等による需給バランスが

崩れる可能性があるといったときの対応をどうするか、その場合、どういった規模のどういう事

業者に対応を求めていくことが適切なんだろうかといったことも含めて、実態に応じた実効的な

対応が行われるルールやシステムを検討する必要性があるのではないのかというふうな論点提起

をさせていただいておりまして、その際、恐らく大規模な事業者であればあるほど、制御するポ

イントというのは限られてきて、大きな量の制御がかけられる。他方で規模が小さくなればなる

ほど、制御するポイントがふえていき、そこに対して即応性の高い対応を求めるためのシステム

の導入が必要になってくるということになるわけでございまして、ではどのような出力制御をど

こまで行うかということによってシステムのコスト面、負担面ということにもかかわってくるの

ではないかと思っているところでございます。 

 ちょっとこの点について模式化したものが次の４ページで絵としてお示ししたものでございま

すが、これまで遠隔制御システムと申し上げてお話ししてまいりましたのは、どちらかというと

上のほうの絵で描いたような、電力会社が電力サーバーを通じて直接各発電事業者の主任技術者、

コントロールセンターのほうに双方向通信をもって出力制御する。たとえで言えば、前日に予告

をした上で、当日30分単位ぐらいで予測に応じて出力制御指令を出していくというふうなことと

いうのが可能になるかと思います。 

 今、これは下に書いてございます電事連さん、太陽光発電協会さん、あと日本電機工業会さん

にご協力いただきまして、今こういう作業を進めているところでございますが、この上のような

例のものをどの程度の規模のところまで求めていくか、最終形、一番望ましい姿は専用線を使い

まして、すべからくあらゆる発電設備について即応性の高い出力制御を求めていくということに

なるわけでございますが、他方でどこまで柔軟に、かつその機能を求めていき、かつそれが運用

できるかという問題もあるかと思います。そうでないとした場合というのは下に書いた今検討さ

れている案のイメージなんでございますが、電力サーバーのほうに出力制御に関するカレンダー、

いつ、どれぐらいの時間帯でということを書き込んだようなものを電力会社側で置いておきまし

て、これをインターネットもしくは公衆回線を通じてダウンロードして制御する人がとりに行く
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というような仕組み、家庭用になってくれば、このアグリゲーター的なところがまとめてサービ

スするというのはあり得ると思うんですけれども、こういう割と簡易な形でやっていくことによ

って負担は減らしていくことができるかもしれない。 

 他方で、これをやり過ぎていくと、結果として時間制限の量はどんどん減っていくわけでござ

いまして、どの程度のものをどう考えていくべきなのか。２メガ以上という特高案件は技術者が

いるので、上のものはそういったものに適用すればいいじゃないかと。それ以下はもう下でいい

んじゃないのという考え方もあるかと思います。もしくはもっともっと下のところまで含めて、

幅広くその整備をしていく必要があるんじゃないかという考え方もあるかと思います。このあた

りのところを運用実効性という観点からご議論いただければと思っているところでございます。 

 その上で今後の検討の進め方、補足的に申し上げておきますと、本日はこういう基本的な考え

方、論点についてぜひご議論を深くいただきたいと思っておりますが、なかなか専門的な電力の

運用とかも密接にかかわる部分でございますし、機器のアベイラビリティーも出てくるところで

ございますので、系統ワーキンググループのほうで専門家の方々も交え、電力会社の方からもご

報告いただきながら具体的には詰めていくということをとらせていただければと思っております。 

 その上で、指定電気事業者の出力制御の見通しということをできるだけ早く、それを前提とし

た上でつくっていくということでございますし、この委員会の中でも随時ご指摘いただいており

ますけれども、その際には算定の前提、根拠、データ等は可能な限り明らかにして、オープンな

形で進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 資料２の説明は以上でございます。 

 引き続き今日の議題の２つ目になります太陽光発電、風力発電の導入状況等につきまして、２

つの資料を用いながらご説明してまいりたいと思います。 

 これは先ほどの資料１の１ポツに相当する今後の再エネ全体の導入の拡大に向けた見通しと課

題というところに相当する部分なんでございますが、恐らくエネルギーミックスを議論していく

際に、再エネ自体の導入量という量のお話と、それに伴うコストの話ということが出てまいりま

す。今回は特に量に着目しまして、特に大規模な導入が期待される太陽光と風力を中心に、今後

どういった導入量、導入パス、見込みが考えられるだろうか、逆にその際にボトルネックとなる

ような制約、これはこれまで言いますと系統上の制約が言われているわけでございますが、加え

て案件を組成していく上での制約というのもあろうかと思います。そういう制約等を加味しなが

ら、どれぐらい伸びやかに再生可能エネルギーが伸びていくものだろうかということを本日はぜ

ひご議論いただければと思っております。 

 その上で、次回以降、今度は変動電源以外の地熱、水力、バイオマス等々につきまして、その
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導入見込みについてご議論をいただき、あわせてその際のコストをシミュレートし、全体像の議

論に移れればというふうに考えているところでございます。 

 それでは、まず資料３でございますが、太陽光でございます。 

 まず、２ページのほうは今までの認定量と導入量をグラフ化したものでございます。まず、設

備認定量自体はちょうど切りかわる年度末の大幅な増加がございます。ぐっと上がっておりまし

て、現在7,000万ｋＷ水準になります。当然のことながら動かないような案件の認定の取り消し

を含めまして、さまざま取り組みは進めてきてございます。現時点足元の数字でいいますと、廃

止、取り消しで594万ｋＷ、いわゆる今回の取り消しプロセスを通じて大体その半分弱ぐらい、

250万ｋＷ分ぐらい現在取り消し、廃止に至っているところでございまして、地道にこの努力は

進めていくところでございます。これによって認定量自体は８月の6,942万ｋＷというところか

らわずかながら減少する傾向は見られているところでございますが、依然、この認定というもの

と導入量というものの大きな乖離、ギャップが存在するというのは、これはもう何とも事実以外

の何ものでもないわけでございます。 

 一方で、運転の開始量はＦＩＴ導入前から入っております500万ｋＷ分ぐらいから着実に積み

増しが進んできてございまして、足元の10月のところで大体1,800万ｋＷに到達したところでご

ざいます。では、これがどういう導入のパスを描いてきているかというのをグラフ化したのが３

ページでございます。 

 導入直後、24年度の間、大体メガソーラーでいうと１年程度実際の導入にかかるところでござ

いますものですから、大体20万ｋＷベースで、月次で動いてきているところでございますが、平

成25年度に入るあたりから大体定常状態の導入が続いてきてございます。25年度平均で59万ｋＷ、

26年度平均で72万ｋＷで推移しているところでございます。今後のこの導入のパス、導入見込み

ということを考えていく際に、とりあえずここでは25年度以降の月次の運転開始量の平均として

64万ｋＷというのを設定してみました。年間でいうと約770万ｋＷ分に相当するペースでござい

まして、仮に何のほかの制約がなくて、このペースが継続、持続していったと仮定するならば、

2020年に約65ギガ、6,500万ｋＷ、2030年に140ギガ、１億4,000万ｋＷという非常に高い数字に

なるわけでございます。もちろんこれはあくまでも仮定の数字でございまして、どこからの制約

もなくどんどん入っていくということも考えられるわけでありますが、一方で、マクロの需給の

制約や系統の制約等々、一定の限界があるということは今回の接続保留問題でよく身に染みてい

るところでございますので、それを前提に今後見通しを考えていく必要があるのかなというふう

に考えています。 

 この数字をちょっとマクロのバランスのもとでの接続制約の検証ということとあわせて考えて
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いく際に、まず今、足元で昨年の系統ワーキンググループで試算した結果とあわせて考えてみた

のが４ページの資料でございまして、昨年の系統ワーキンググループで現時点の電力構成、需要

等々を念頭に置いた７電力会社の接続可能量の合計が2,369万ｋＷでございます。これは設備利

用率を平均13％としました場合、年間でいうと270億ｋＷｈの発電量になってまいります。もち

ろんこれは中３社の試算というものはないものですから、全国ということでなかなか計算ができ

ないわけですが、もう本当に機械的に昼間の需要の規模で、全国比で考えてみました。そうする

と、この水準というのは全国でいうと700億ｋＷｈに相当するものでございます。これは中３社

がどうなるかにより、大きく伸び縮みするものだと思いますけれども、大体700億ｋＷｈ、これ

はエネ基の中であります2030年の導入水準が572億ｋＷｈでございますので、これに比しますと、

これをかなり大きく上回った数字になっているというふうに考えられます。 

 ただ、これも注にもございますけれども、エネルギーミックス全体の議論を受けてこの数字は

大きく変動してまいります。また、後に述べてまいります風力発電の接続可能枠という議論があ

るわけなんでございますが、中３社はここの部分を設定してございません。ですので、太陽光の

ほうでいっぱいになってまいりますと、風力がほかの地域から持ってこられないというお話にも

なってくるわけでございますので、他のエリアから余力のあるエリアに風力発電流入量というこ

とを考えてまいりますと、その部分についてもまた減少ということになってくるわけでございま

す。出力制御の話もしくは指定事業者下での追加的な導入等も含めて、最終的にはどれぐらいと

いうことは考えていかなければならないわけでございますが、仮の試算としてこういうものをご

準備したところでございます。 

 その上で今度は５ページでございますが、ではほかに何か制約はないだろうかということを議

論していただければと思いますが、１つはローカル、各地域の中で送電線サイドで詰まってくる

という話を近時、とみによく聞くわけでございます。特に土地がそれほどたくさんあるわけでは

ないが需要はたくさんあるという中３社を中心とした大需要地、大都市圏の地域について言いま

すと、よりローカル面、ローカル系統面での制約というのがマクロの需給と同時に生じてくる可

能性があるのではないかということも考えてみたところでございます。このあたりもぜひ先生方

のご意見等を頂戴したいところでございます。 

 他方で、今試算をちょっとしてみたところでございますけれども、例えば東京電力の管区、群

馬県を例にとって東京電力さんのほうでお示しいただいております現在の詰まりぐらい、連系の

制約エリアについて、ではこういう地域については50ｋＷを超えるような案件はもう入らないと

仮定して、50ｋＷを切る低圧の案件だけどんどん入ってくるとしたらどうなるだろうというのを

試算したものが５ページの右下でございます。結構なスピードでこういう小さな案件、低圧の案
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件も現在も順調に伸びてきておりますので、仮にこのペースが順調に維持されていったと仮定い

たしますと、2030年ベースで言うと、低負荷期における昼間の最低需要を超える水準までいって

しまう。さらに言うと、50ｋＷを超える、今で言うと大多数を占めている部分が動き出すと、ど

んどんつないでくると、もっともっと大きくなる可能性はあるということから考えますと、ロー

カルの系統制約自身が全体の数においてそう大きな、大幅な量の制約になるというふうにもなか

なか考えにくいのかなというのがこの資料の示したところでございます。 

 他方で、その場合、そのコスト要因、コスト増につながる部分というのはあるのかもしれない。

工事費負担金のコスト増につながることがそもそも接続可能量自体の制約要因となるかどうか、

これは引き続き検証が必要だというふうにも考えておりますし、さらには低圧案件が増加してい

くと、まさに群馬方式とかという形でやっておりますように、上位系統の増強工事といった対策

が必要になるケースもどんどん出てくる可能性があるということについても留意することが必要

なのかなというふうに考えております。 

 今回は量のお話なので、ここから先は次回以降のコストの話のところでまた改めてというとこ

ろでございますが、費用面ということでちょっと補足的に申し上げて、可能であればお時間の許

す限りご議論いただければと思います。このローカルの負担の部分について言いますと、６ペー

ジでございますが、今後最終的には発電事業者の負担の増大ということを通じ、賦課金自体のコ

スト増ということにもつながってくる部分でございます。調達価格算定委員会の中で議論いただ

いております中での算定の中では、現在この電源線を含めた系統のコストというウェイトは非常

に低い水準にとどまってございますが、今後の拡大の中で仮にこのウェイトが大きくなってきた

場合、そのコストという面で考えていくと、それなりのコスト増加というのも想定される可能性

もあるということをちょっと論点提起しているところでございます。 

 他方で、現在行われております東京電力さんのほうでの群馬での入札方式の中では、それなり

の再エネ事業者の入札が集まった場合、キロワットベース大体1.5万円と一つの例が書いてござ

いますが、それほど大きな負担でなく系統制約が克服できるということも見出されているところ

でございまして、この入札方式等を通じたローカル系統の制約の克服の取り組みの進める必要性

ということが非常に重要かなというふうに考えております。 

 そしてまた、ここはご紹介になるところでございますが、電力システムのほうの制度設計ワー

キンググループの中におきましては、この電力系統の施設増強に関する費用負担のルールについ

てもご議論いただいているところでございまして、現行の特定負担の考え方をよりきめ細やかに

議論を整理し直していくということで、この６ページの下のほうに書いてございます基本的な考

え方に加えまして、７ページのそれぞれの考え方、論点として発電事業者と電気事業者の間での
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費用負担のあり方、新たに参入してくる発電事業者、つないでくる方々に過剰な負担にならない

ためのルールづくりが必要ではないかというような議論がされているところでございます。この

あたりも何かご意見がございましたらお寄せいただければと思います。 

 あと、８ページ、その他の制約としましてシステム供給、パネル上の供給制約はないだろうか

と。建設工事をする際の施工制約はないだろうかといったことについてもそれぞれ製造メーカー

の方々、ゼネコンの皆様方にヒアリングを多々行ってきたところなんでございますが、結論から

言うと、この辺について大きな導入制約になるというふうには思われないというのが結論でござ

います。 

 それでは、資料４、今度は風力発電のほうに移らせていただきます。 

 ２ページはこれまでのトレンドを書いてございます。97年からの設備導入補助金、そして、

2003年からのＲＰＳ法を通じまして、大体2010年までは年間25万ｋＷぐらいの導入スピードで導

入が進んでまいりました。他方、ＦＩＴ法の導入とともに環境アセスメントの法律が施行されま

して、その対象になったことから、現時点におきましては、具体的に環境アセスメントを通過し

た後の案件がまだ出てこないということで、今現在とまっている状況でございます。ですので、

今ここで年間25万ｋＷというので今後の導入ペースと考えるのは、これはいささかおかしいとこ

ろでございまして、今のアセスメントの中身、状況ということを見ながら今後の導入ペースにつ

いて検討してみたというのが３ページ以降のお話でございます。 

 ３ページをごらんいただきますと、現在のアセス中案件の現在の進行中状況を整理したのが３

ページでございます。 

 アセス法の中では、7,500ｋＷ以上の風力発電所の設置についてアセスの手続が必要とされて

おりまして、法律のフローから考えますと、３年から４年程度を要するものでございます。案件

的に全部で約520万ｋＷ存在しておりまして、案件数だけでいいますと、既存の270万ｋＷと合わ

せると全体で790万ｋＷ、中身でいうと、配慮書段階で100万ｋＷ、方法書及びアセス調査自体で

270万ｋＷ、準備書段階が120万ｋＷ、そして、評価書以降になっているのが30万ｋＷという現在

の状況でございます。 

 これは前々回の議論のときにお示しした４ページの絵をあえてつけており、多少手直しはあり

ますがおおむねそのときと同じ図でございます。やはりここから見てとれるところは、北東北、

そして、北海道の西側の地域に現在アセスが行われている大型案件というのが集中しているとい

うところです。今後の予測、導入を考えていくかということを考える際に、事業者の方々からも

何度となくヒアリング、意見交換させていただきました。その風況を踏まえた採算性のお話とい

うことがあると同時に、なかなかに開けた風の流れる地域の広がりと、地元との調整の重要性と
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いうことを考えたときの陸上の適地がこれから先どれぐらい続くだろうかということに対する検

証といいますか、検討ということが非常に重要になってまいりますし、案件組成していくことが

いかに重要かということも我々としてもヒアリングを通じて切に感じたところでございます。 

 その上で、では導入ペースをどう考えていくかというのが５ページでございますが、今回はヒ

アリングにより、このアセスの案件の中で、いつぐらいにどれぐらいの案件がうまく動き出すだ

ろうかということについての見込みを、アセス書における記載及びヒアリングの中での結果を踏

まえて検証してまいりました。もちろん新規開発案件がこのペースでどんどん続いていくという

ことを前提としての話でございますが、今のペースで考えて回避可能費用を引いていきますと、

大体年間50万ｋＷぐらいのペースになっていくのかなというふうに考えます。そうすると、何の

制約もなくこれが続くと考えてまいりますと、2020年度に大体600から640万ｋｗ、2030年度に

1,050から1,140万ｋＷの導入量となるというペースになるわけでございます。 

 洋上のほうを同様に整理したのが６ページでございますが、洋上のほうは今実証事業が大体２

万ｋＷ分ぐらい動いており、2020年までに運開の予定にしてございます。その他港湾内等で計画

されている案件のうち事業者決定済みであって、2020年度までの運開が予定されているものが大

体16万ｋＷございます。まず、ここまでが大体20年までに行くだろうなと見通せる部分なわけで

ございますが、その他、現時点で計画として数字が大体見えてきているものが120万ｋＷ分ぐら

いございます。これがどれぐらいのスピードでいくのかということは非常に予測の立たない部分

なんでございますが、仮に陸上風力と同様に七、八割が10年以内に運開するという大体の見込み

の中でいくと、これはかなり強い仮定になってくるわけなんでございますが、そうした場合、

2020年度で13万ｋＷから15万ｋＷ、2030年度で100万ｋＷから110万ｋＷという洋上風力の導入が

可能となるペースとなるわけでございます。これを両方足しましてというのが大体1,150万ｋＷ

から1,250万ｋＷぐらいというのが2030年度の数字になるわけでございますが、７ページにあり

ますとおり、その場合の制約として考えられるのが連系可能量という系統上の問題になるわけで

ございます。 

 現在、中３社以外の各社の自社算定で風力発電の連系可能量というのを公表してございます。

その数字と今回のこの見込み量を横に並べてみたものというのがこの７ページの表になるわけで

ございます。これも洋上風力についていうと、どれが行く、行かないというのはなかなか予測が

つかないものですから、もう本当にプロラタで案分したものなんでございますけれども、そうし

てごらんいただきますとわかりますのは、北海道、東北の案件がどれぐらい実際に稼働できるか

どうかということが非常に大きな要素になるということでございまして、これ抜きに考えていく

と、どれだけ数字を考えても620万ｋＷにしか届かない。要は半分ぐらいの数字が系統という面
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で漏れ落ちてしまうというのが見えてくるわけでございまして、これは量の関係、エネルギーミ

ックスの関係で数字に直してみますと、７ページの２つ目のコメ書きで書いておりますように、

機械的に設備利用率を20％と試算した場合、全国で、この620万ｋＷのほうでいうと、110億ｋＷ

ｈ、エネ基のほうで示されているものが176億ｋＷｈですので、これからすると、相当足りない

数字になってしまうと。もちろんこの連系制御がないと考えますと、230億ｋＷｈですので、こ

の系統のところを含めたいかに制約を克服して伸ばしていくかというのが風力についていいます

と、非常に大きな課題になってくるのかなというふうに考えられるところでございます。 

 そのところで、今度は今取り組んでいる課題と現状を３つほどご紹介したのが８ページ以降の

３枚でございますが、まず８ページのところは地域間連系線、要は北海道、東北の案件をここで

いうと東京電力管内のほうに送る方法ということが一義的な問題になってくるわけなんでござい

ますが、電力システム改革小委員会の制度設計ワーキンググループの中で既にご議論いただいて

おりまして、地域間連系線につきましては、４月からここに書いてありますような運用が改正さ

れて、開始されることになっております。 

 １つ目の点でいうと、従来でいうと前日通告になっていた運用容量の設定について、30分前と

いうような直前の予約ということが可能になってまいりますと、変動の大きい風力、太陽光とい

った電源につきまして、それを本州のほうに送るというような議論につながり得ると思われます。

その３つ目の項目に書いてございますのは、これは小売事業者だけではなく発電事業者自身も連

系線の利用の申し込みを行うことができる仕組みとするという、これまたもう一つの大きな修正

論点でございまして、すなわち例えば北海道電力管内で発電された電気について、北海道電力に

売らなければもうどうしようもないということではなく、発電事業者さんが連系線の予約申し込

みをして売電するというような形がとり得るような仕組みに改正することにしているところでご

ざいます。その他マージンの利用、緊急融通のところにつきましても、可能な限り地域を超えた

形での再エネ電気を含めた融通利用が可能となるようなルール整備を４月以降できるような環境

を整えていこうとしているところでございまして、さらにその後、何かしらのものが必要なのか

どうかということは、まさに先生方からご意見いただきながらご議論できればというふうに思っ

ているところでございます。 

 ここまでは連系線の運用ルールでございますが、加えて今度は連系線自体が今のままでいいの

か。もっと太くしなきゃいけないんじゃないか。先ほどの600万ｋＷというのを通すようなこと

になりますと、ある程度の連系線容量が必要になってまいります。９ページは、平成24年にマス

タープラン研究会というところで試算した結果でございますが、北海道の270万ｋＷ、東北の320

万ｋＷというのを本州、東京方面に送るという前提で送電網を整備した場合のコストでございま
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すが、全体で１兆1,700億円、ｋｗｈでいうと10円程度の負担になるという試算が出されており

ます。今回590万ｋＷ分不足しているということでございますので、これを仮に連系線の拡張と

いうようなことで補っていくとするならば、コスト面でいうとこういったものを横に置きながら

議論していく必要があるのではないか。この辺についてまたご議論いただければと思っておりま

す。 

 もう一つのオプションとしては蓄電池ということがよく出てまいります。エネ庁のほうでも蓄

電池の整備予算実証事業といったことを進めているところでございますが、仮にＮＡＳ電池で６

時間分の蓄電が可能な蓄電池を置いて100万ｋＷ分の導入拡大を図るとした場合の仮の試算をし

ますと、大体2,400億円程度。先ほどの590万という追加ということを考えると、大体１兆4,000

億ぐらいこれはかかってくるわけでございまして、この辺の蓄電池というパターンも横に置きな

がらあわせてご議論いただくことになるのかなというふうに考えてございます。 

 あと、10、11のところはちょっと先ほどのお話の延長でございますので、端折らせていただき

まして、最後の11ページのところは、まさにこの案件をどんどん早く進めふやしていくというと

きには、その他の制度環境の制約ということも考える必要があるのかもしれないと思っておりま

して、まさに今環境省さんのほうと一緒に勧めさせていただいております環境アセスの迅速化の

お話、これが進めばより導入量はふえるものかどうか、逆にこれが進まないと減ってしまうもの

なのかどうなのかというふうなことも検討しなきゃいけないかもしれませんし、さらに言うと、

許認可手続の迅速化、港湾インフラ含めましたさまざまな諸施策の整備といったことも関連する

要素かと思っております。 

 すみません、長くなりましたけれども、私のほうからの説明は以上でございます。 

○山地委員長 

 どうも説明ありがとうございました。ちょっと進行上の都合もあり、資料を一括して説明して

いただきました。 

 今から討論に移りますけれども、討論に当たっては、当初議事次第にある議題を２つ分けて議

論を進めていきたいと思っています。したがいまして、資料１は全体的な今後も含めた位置づけ

でございますから、それも関係は多少しますから議論があってもよろしいと思いますが、まずは

資料２ですね。系統に関する検討が必要な項目について自由討議をお願いしたいと思います。い

つものようにご発言を希望の方はネームプレートを立てていただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、まず清水委員からどうぞお願いします。 

○清水委員 
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 日本商工会議所の清水です。よろしくお願いします。 

 私のほうから、本日深めていくべき議論から多少外れるかもしれませんけれども、資料１に関

して今後の検討項目全般について５つ意見を申し述べさせていただきます。 

 まず１点目、国民負担の適正化についてですけれども、新エネを系統接続可能量の観点からど

のくらい入れることができるのかという視点だけではなくて、中小企業や一般家庭などで許容で

きる負担の上限から推定して導入量を決めるという試算のほうがより重要であるというふうに考

えております。事業者などにおける賦課金の許容上限額、これは単純なアンケートで導き出せる

のかどうかわかりませんけれども、こういったものを軸に複数のパターンを設定し、そこから再

エネ導入可能量、そして、再エネの比率について算定したものをぜひともお示しいただきたいと

いうふうに考えています。こういった新エネルギーミックスを決める議論の場で必ず必要になっ

てくるのではないのかなと思います。 

 それから、国民負担についてもう一点ですね。再エネはエネルギー基本計画どおりに進めてい

くと仮定した場合に、今後再エネ比率が上昇していく中でどのポイントから系統増強費用などの

附帯コストがかかり始めると見込まれているのか、賦課金だけではなく、先ほどご説明のあった

系統増強、それから、蓄電池ですね。こういった附帯コストについても国民が背負うことになる

追加的金銭負担の見通しについてもお示しをいただきたいと思います。 

 それから３点目、これはそれぞれの再エネ導入の見通しについてなんですが、太陽光以外のも

のを民間に任せてバランスをとっていこうというのは、これは簡単ではないというふうに考えて

おりますので、国がそれぞれの発電コストや金銭的、そしてまた、制度的な補助の必要性を十分

に勘案して、計画的に新エネミックスを決めることにリーダーシップを発揮していただくことを

期待しております。 

 それから４点目、検討課題の中に温暖化対策に関する記述を見つけることができませんが、こ

れはこの委員会でのタスクではないのかもしれませんけれども、これはもともと新エネの導入の

第一の目的というのはＣＯ２の削減ということがあったはずですので、この委員会でも一定程度

の検証が必要であるというふうに考えます。再エネ導入による金銭的な負担、これを強いられた

上に温暖化対策でもさほど効力がないということになると、再エネ導入の所期の目的を達成でき

ないということになりますので、ＣＯ２削減の見通しに関する試算についてもぜひともお示しく

ださい。 

 それから５点目、最後ですね。今後のＦＩＴ制度そのものに対する見直しについてですけれど

も、これは近い将来に抜本的見直しを検討するということをお考えであれば、今後その法律の解

釈、そしてまた、その改正に関して検証するワーキンググループを法律の専門家の先生方によっ
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て組織する必要性があるのではないかなというふうに考えています。もしそのようなワーキング

グループが将来において立ち上げられるということであれば、ぜひとも調達価格などを特定契約

内容の事後的な変更、これは遡及適用ということになるんでしょうけれども、こういったものが

可能か、それとも可能でないのかということについての検討を進めていただきたいというふうに

思います。そしてまた、その法改正による賦課金を初めとする国民負担の抑制の具体的な削減効

果、こういったものについてもぜひともご示唆をいただきたいというふうに思います。 

 私からは以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。ご要望ということですけれども、ご質問にも当たるところがあるか

と思いますが、いつものように後で一括して事務局からご対応いただきたいと思います。ただ、

私からちょっと申し上げると、国民負担のところに関して賦課金の計算であるとかそれだけじゃ

なくて、系統側の受け入れに要するコスト、それはやるつもりであるというふうに理解しており

ます。 

 ちょっと立てた順番がはっきりしないので申しわけないんですけれども、小野委員からまいり

まして、工藤委員、崎田委員と回っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○小野委員 

 これは資料１ではなくて資料２に対する意見ですね。 

○山地委員長 

 資料２に対する意見です。 

○小野委員 

 わかりました。では、資料２に限って意見を申し上げます。 

 太陽光がここまで入ってくると、出力抑制というのは極めて重要になってくると思います。こ

の資料の中で、資料３ページの中に論点としてこれは事業者間の公平性の観点の仕出しがあるん

ですけれども、一方で今、清水委員からもありましたけれども、やっぱり最大限負担を低減する

という視点があってもいいのではないかと思います。要は出力抑制するときの電気の「もの代」

といいますか、価値というのは非常に下がっている、本当は安いわけです。一方で非常に高いプ

ライスで再エネ電気が買われるというのがＦＩＴですので、例えば高い電源から落としていくと

いうのも一つの視点であろうかと思います。 

 それから、この出力抑制には実効性が伴わない場合、やっぱり系統に対して影響を与える可能

性があると思いますが、この紙面ではなかなか読み取れないのですが、対象範囲がどこまでにな

るのかと。それぞれの抑制によって抑えられる規模というのは何万ｋＷぐらいになるのかという
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のが読み取れなかったんですね。それがないと、本当に実効性があるのかどうかという判断がつ

かないかと思います。 

 それから、４ページに漫画が書いてあって、例１のほうであれば主任技術者が電力会社の指令

指示を受けて、手動介入でもって出力抑制を行うというふうに見えるんですけれども、運転員が

常駐する通常の発電設備ならともかく、太陽光発電設備の場合、本当にこういうことができるの

か、人がいるのかという問題があろうかと思います。例２のほうは、電力会社から直接的に遠隔

操作ができるように見えるんですけれども、もしそうであれば実効性が高いと思うんですけれど

も、このためにはシステムの非常に大きな導入が必要になってくると思いますが、いつまで誰が

やるんだろうかと。今後のその太陽光の導入のスピードにこういったシステムの準備というのは

間に合うのかなというのが１つ疑問でありました。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、工藤委員、お願いします。 

○工藤（禎）委員 

 恐れ入ります。三井住友銀行の工藤でございます。 

 資料２についてということですが、１つ資料１で質問がありまして、一番最初に再生可能エネ

ルギー熱ごとに検討とあるのですが、これはちょっと今後どういうような形で熱の件を議論して

いくのかなというのをちょっとコンセプトというか、少し教えていただければと思っております。 

 コメントを資料２についてさせていただきます。 

 まず、２ページについて、出力制御のルールについて一定の運用ルールを定めることが必要で

はないかというふうに記載がありますが、これは事業の予見性と制度運用の透明性を担保するた

めにも、また、我々ファイナンスの立場からしても非常に重要だというふうに考えております。

また、２ページにつきましてバイオマス専焼発電や地域型のバイオマス発電についてですが、天

候に左右されず安定的に発電できる電源であります。また、カーボンニュートラルな電源でもあ

るため、出力制御等の順番をもう少し下げてもいいのではないかという意見を持っております。 

 また、３ページに出力制御の運用に関する基本的な考え方が示されておりますけれども、事業

を行う発電事業者と電力の安定供給を行う電気事業者の双方にとってワークするものであり、か

つ納得感のある制度になるように系統ワーキングにてご議論いただきたいと思っております。公

平性という議論がありまして、非常に重要だと思いますが、さきにコメントされた方もおっしゃ

っておられましたが、コストの概念というのも必要ではないかというふうに思っております。で

すので、再エネ導入時における国民負担を試算して、許容条件がどこまでなのかというのを探っ
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ていくということはもちろん必要だと思っておりますし、この出力制御においてもそういった観

点が必要だと思っております。ここの出力制御等の順番の中で、火力というのが一番早くされる

ことになっておりますけれども、前回も少しコメントさせていただきましたが、エネルギー基本

計画の中では火力、石炭火力については安定供給の電源、ベースロード電源として位置づけられ

ているわけです。温暖化対策の観点からの判断というのも必要になってまいりますけれども、石

炭自体についてエネルギー基本計画の考え、精神に基づけば、優先給電の対象とすべきという議

論もあるのではないかと思っております。 

 また、石炭については、これを一番最初にとめるということになりますと、既に設備があるの

にとめることになりますので、その維持コスト、キャパシティ・ペイメントは必要になってきま

すから、その部分の国民負担はふえるということになるのではないかというふうに思っておりま

して、こういった点も勘案した上でのコスト、出力制御についてのコストというのを一度お示し

いただきたいなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 では、崎田委員、お願いします。その後、岩船委員、佐久間委員、佐藤委員、高村委員とまい

りたいと思います。 

○崎田委員 

 私もこの出力制御の運用に関してということで、資料２の２ページのところに今回の新しい流

れが書いてありますが、これを運用していくことが大事だと思います。それに関する細かいもの

として、今どういうふうに議論していくかというところが問題になっているわけですけれども、

コストの問題とかいろいろ出ていますが、それ以外にも地域によって、その日によって順序が違

うとか、指示を出してすぐにできる設備を持っているかどうかということでも全部違ってきます

ので、そういう総合的に考えるとどういう仕組みが一番効果的なのかということを考えていって

いくというようなところが一つ必要なんじゃないかと思っています。 

 ２ページのところの図で、気になった点が２つあるんですけれども、一番最初に火力発電が出

力抑制というところ、既にいろいろとお話が出ましたが、この火力発電が太陽光や風力発電など

をバックアップするためにどのくらい維持していくかというところも必ず議論が必要になってく

ると思います。それに対して私たちがどれだけ先ほどの系統連系費用だけではなく、バックアッ

プ電源に対する費用をどう支えていくのかとか、そういうような検討が必要な時期が来ると思い

ます。それがどの時期にどのくらいの規模で考えなければいけないのか、やはりある程度情報を

しっかりと出していただき、社会全体の関心を起こしていくということが大事だと思っておりま
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す。 

 もう一点なんですが、２ページの図の下から２番目の行に改正前のルールが適用となる500ｋ

Ｗ未満の太陽光発電設備、風力発電設備と書いてあります。今回の議論の中で一応こういうよう

な今までの流れを安定的に保つということで決まったわけですが、今後は、やはり一番最初に導

入しているところは金額的にはすでにフォローされているわけですので、こういう改正前のルー

ルが適用となるところに対して、将来的な公平性の担保からどういうふうに参加してもらうのか

ということは、検討の余地はないのかとそんなことも考えてこの表を見ておりました。よろしく

お願いします。 

○山地委員長 

 では、岩船委員、お願いします。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。私も２点申し上げさせていただきたいと思います。 

 出力制御に関するルールのところで、公平性と、それからあとは必要最小限という話があった

んですけれども、これを両立させるというのは至難のわざではないでしょうか。実運用を考える

と、必要最小限というところを余り言い過ぎないで、ある程度送電事業者さんの裁量に任せてい

こうというような姿勢も必要ではないかと思います。複雑なしくみで、制御対象も多いですので、

余り無理なことを望まないほうが運用のコストも下がるのではないかなというふうに思います。 

 ２点目はデータの公開です。系統ＷＧのほうでも私はずっと言ってきたんですけれども、今回

の系統ＷＧの検討結果についてもぜひ需要、そして、再エネのデータを公開してほしいというこ

とです。公開していただけるのか、だとすればいつなのかぜひご回答をいただきたいと思ってお

ります。これを公開してもらえれば、再エネ事業者さんも自分の出力抑制等についてある程度め

どが立つとか、自分でシミュレーションして納得もできるだろうというふうに思いますので、ぜ

ひ公開していただきたいし、いただけるかどうかということに関してお返事をいただきたいと思

います。 

 それから今回、この間までの系統ＷＧの議論ではコストの計算までは出されなかったわけです

けれども、それも本来出していっていただければ、先ほどお話のあったキャパシティ・ペイメン

トの話ですとか、もっと先の回避可能原価の算定も現実的に計算できると思うんですね。そうい

ったところに全て役に立っていきますので、なるべく透明に公開をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。では、佐久間委員、お願いいたします。 
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○佐久間委員 

 まず、この制御する人なんですけれども、これは今、電力会社と書いてあるんですが、この中

で広域系統運用機関がどういう役割を果たすのか、それから、電力会社といっても今後送電会社

が出てきて、ヨーロッパみたいにトランスミッションライン・システムオペレーターみたいな概

念が導入されるのか、まず制御する人というのは誰なのかということを明確にしたらいいのかな

というふうに思います。 

 それから、２つ目が制御の順番ですけれども、やっぱりクライテリアとしては送電網の負担の

軽いところ、それから、安定供給ができることというこの２つが大事だと思っていまして、太陽

光でも需要地に近くて送電網をほとんど使わなくてもいい太陽光と、メガソーラーで遠いところ

にあって潮流が非常に複雑になるような太陽光では、おのずとその取り扱いが違ってきてもいい

のではないかというふうに思いますし、カリフォルニアで発送電を分離したときも、石炭火力で

送電網安定のためにマストランプラントということで、送電網安定のためにその発電所だけはま

ず動かすということで、そういう事例もありますので、余り順番をはっきりするよりは、その地

域性に応じて順番を決められるようにしたほうがいいと。それから、その順番を決める人も先ほ

ど申し上げましたように、できるだけ公正な判断ができる主体がしたほうがいいんじゃないかな

と思います。 

 それから最後ですけれども、今後発送電分離ができて、卸売市場ができて、競争環境が整って

きた場合には、またほかの例えば投機筋とかいわゆる昔でいうところのエンロンみたいな会社が

出てくる可能性もありますので、そういうことも前提にした上で規制をつくっていくというのが

大事ではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 では、佐藤委員、お願いします。 

○佐藤委員 

 ありがとうございます。資料２の３ページについて意見を述べます。 

 出力制御の運用についてですが、まず基本的に必要最小限のものだということが原則だと思い

ます。ただし、必要最小限というものが本当にぎりぎりの数字なのかというと、やはりそれは一

定のアローアンスがあるというふうに思いますが、そこに対する透明性が必要だと思います。し

たがって、情報公開を徹底することによってこの透明性を高めるということが必要だと思います。 

 それから、公平性についてですが、これも当然必要でございますけれども、さまざまな要素が

あるので、余りしゃくし定規に決めるというよりは地域の特性を考える、それから、単年度とい
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うのではなくて、単年度でバランスがとれない場合については、一定程度、先に延ばすあるいは

借りる、そういうようなやり方で調整するということもいいのではないかと思います。 

 運用の実効性については、やはりこれも透明性が非常に重要だと思います。どういう運用が実

効的かということは幾つかのトライアルをしないとやはりわからないと思います。いろいろな試

行錯誤の過程を公開することによって、どういう制御システムがコスト的にも、また、ＣＯ２の

対策等においても効果的かということを検証して、それを公開して徐々に精度を上げていくとい

うことがいいのではないかと思います。いずれにしろ、最初から完璧な制度ができるとは思いま

せんので、その試行錯誤の経過を情報公開することによって、これらの点が確保されていくので

はないかというふうに思います。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。次、高村委員ですけれども、その後、松村委員、大橋委員といって、

大体この議題の議論はこのあたりでと思っておりますので、もしご発言のご希望がありましたら

早目に意思表示をお願いいたします。 

 では、高村委員、どうぞ。 

○高村委員 

 ありがとうございます。資料１にも若干関連するところはございますけれども、４点申し上げ

たいと思っております。 

 １つは年末の運用見直しについて先ほどご紹介いただいた１月22日付の対応についてですけれ

ども、私は委員会の議論の中でも出ていたけれども、それがきちんとクラリファイされた、明確

化された形で対応を明記していただいたというのは大変よかったというふうに思っております。

その中で、やはりパブコメの話を聞いても、一定のやはり当面の短期的なものとして出力抑制を

どうするかという、この後２点目に申し上げますけれども、ルールが必要だというふうに思いま

すけれども、同時に対応の文書に書かれているものを私なりに理解しますと、広域的な検討シス

テムの構築が着実に進んでいったときには、各電力会社のもとでの接続可能量という考え方その

ものが妥当しなくなるような、そういう今ちょうど移行期の段階の対応であるというふうに理解

をしております。 

 その意味で、きょう出力抑制にかかわる点について特に議論の提起をしていただいております

けれども、この検討課題にございます検討システムの構築に向けての課題についてもあわせて着

実に進めるようお願いをしたいというふうに思っております。 

 ２つ目ではございますけれども、資料２にかかわってでございます。もう既に多くの委員の方

からありました基本的な考え方については共有するものであります。例えば佐藤委員がおっしゃ
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いました最低限の抑制というのは大原則である、あるいは岩船委員、佐藤委員がおっしゃいまし

たけれども、透明性、それから佐久間委員がおっしゃった中立性、そして、事務局から出ていま

すけれども、公平性といった観点というのは、やはりこの出力抑制が公平なものとして、妥当な

ものとして検討の安定運用にとって、最低限必要なものとして行われているということを示す意

味で非常に大事だと思っております。 

 １つ出力抑制について行うに当たって、もう一つ対策をぜひ入れていただきたいと思っていま

すのが気象予測を利用したあらかじめの需給調整の仕組みであります。こうすることでヨーロッ

パで行われておりますけれども、それによって実際に抑制する程度というのを抑えることができ

るという意味で、この仕組みについてはぜひご検討をいただきたいと思います。これは欧州調査

でも大変印象的な点でございました。 

 この議題について技術的な点もございますので、系統ワーキングでまずは議論していただきた

いと思っておりますが、他方で先ほどありました広域的運用推進機関でしょうか、明確な給電ル

ールに従って、それが行われているかどうかという意味で２つの点が必要だと思っておりまして、

それは今言いました明確な給電ルールをきちんとこちらからつくって示すということです。ルー

ルは一定柔軟性があるものがあるかもしれませんけれども、それともう一つは、やはり中立的に

それが行われていることをチェックができる仕組みというものをきちんと担保することだと思い

ます。その意味で、ある意味で技術的な部分を超えてルールにかかわる部分、監視の仕組みにか

かわる部分にかかわってきますので、技術に関する検討を踏まえた上で、新エネ小委でしっかり

議論をすべきではないかと思います。これは議論の結果だけでなく、進行状況についても随時ご

議論を伺いたいというふうに思っております。 

 それと、議論の進め方についてもう一つぜひ強くお願いをしたい点といいますのは、先ほど岩

船委員もおっしゃいましたけれども、かなり実際の運用は複雑な作業があるんじゃないかという

ご指摘がありました。その意味では、既に先行的に行っている国や、それから、佐久間委員もお

っしゃったカリフォルニアの例がありましたけれども、州がございますので、先行的に行ってい

るところの知見をきちんと検討に生かしていただきたい。場合によっては、その知見に詳しい検

討システム運用の専門家をオブザーバーとして参加してもらうなどの工夫をしていただけないか

という点であります。 

 あと２点簡単ですけれども、買取制度運用ワーキングのもとでの回避可能費用の見直しについ

てですが、これはかなり大きなインパクトがあるような感じもしていまして、議論をしていただ

いた上で、やはり新エネ小委のところできっちり議論をすべきではないかというふうに思います。 

 最後に検討課題項目の資料１について１点ぜひつけ加えていただきたいのは、先ほど言った気
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象予測を使った需給調整というのは入れていただきたいと思うんですが、もう一つは、国民負担

の適正化の中に、「など」に入っているのかもしれませんけれども、以前発言させていただきま

した減免制度についての検討を入れておいていただきたいと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 では、松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 出力抑制に関して突飛なことを言うようですが、私は諸悪の根源は経済性と物理的な抑制が完

全に１対１になっている制度設計だと思います。出力抑制されると、その結果として収入が減る

構図になっているので、より多く出力抑制をされた人はより大きく経済的な損失を受けて、だか

ら、そこに集中したら不公平だという話になる。しかし、不公平というようなもののかなりの部

分は、経済的な不公平。もしこれを切り離すことができれば問題は大きく減る。仮にたまたまあ

る人は25日相当分抑制され、別の人は５日分しか抑制されなかったということがあったとしても、

何か技術的な理由でそうなったとしても、そうだとすると不公平だから経済的に補償する。５日

しか抑制されなかった人に何らかの形で経済的な負担をしていただいて、抑制が少なかった結果

としてより売れた部分を何らかの形で、よりたくさん集中的に出力抑制されてしまった人に還元

する仕組みができれば、公平性のは、かなりの程度解決できるはず。経済的に公平性を担保する

ルールを整備しさえすれば、後は技術的な問題で電力事業者の裁量によって抑制しても、問題は

相対的に小さくなると思います。 

 具体的にそれをどう設計するのかは、難しいことは十分わかってはいますが、必然的に出力抑

制と経済性が１対１で結びつくという制度以外に選択肢がないという発想はやめるべきだと考え

ます。私たちはもっといい工夫がないか考えていくべき。そうすると、本当に安定供給のために

かなりの程度裁量を与えるということをしたとしても、問題の少ない制度を構築できるようにな

ってくると思います。すぐには無理だと思いますが、私たちはその点を考える必要があると思い

ます。 

 次、30日ルール対象と360時間ルール対象に関してです。時間制のほうがある種フレキシビリ

ティーが高い。より柔軟に対応できる方を温存し、まず30日の対象者から抑制していくというこ

とを考えるのは自然。30日の人が先に抑制されて、結果的に抑制率が高くなったとしても、それ

は必ずしも不公平なことではないと考えるべき。 

 ただ一方で、秋だとか春だとかという不需要期で、ほぼ１日抑制したいというときにはこちら

を集中的にやって、短時間だけ抑制すれば十分だという季節に360時間制のほうを温存するとか、
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そういうこともあり得るでしょうから、系統運用者の裁量を縛る強いルールにしてしまうと、運

用の自由度を奪い過ぎるのでよくないとは思いますが、その点で仮に出力抑制率に差が出てきた

としても、私は不公平だとは思いません。結果的には、30日ルール対象のほうが買取価格は高い

でしょうから、買取価格の高いほうがより多く抑制されることになるのかもしれませんが、その

ような発想に立たなくても、30日ルールの電源がより多く抑制されるのを是認するのは、不自然

な制度ではないと思います。 

 それから、30日ルール対象の人でも、これはあくまで契約でこうなっているわけですから、契

約を変えて自分は設備を整えた上で360時間に移行したいという人も出てくると思います。それ

はフレキシビリティーが高まるという点では望ましいことだと思うので、その移行のインセンテ

ィブをそがないようなルールも考える必要があると思いました。この点からも30日ルールの人が

先行して抑制されるのは自然だと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 具体的な提案をいただき、ありがとうございます。確かに経済的な不公平のところは事後的に

調整というのは十分あり得ることかと思います。 

 では、大橋委員、どうぞ。 

○大橋委員 

 ありがとうございます。皆さんからの意見と重なるところもありますけれども、３ページ目の

最初の丸で、出力制御は系統安定化のために必要最小限のものとすべきだとあります。ある意味

ではおっしゃるとおりだと思いますが、そうであると、公平性というものを前面に押し出すとい

うのはかなり難しくなるというふうに思います。系統の張り方というのも地理的に異なりますし、

必要最小限のものに出力抑制をするために、あるいはコストを最小化するためにどういうふうに

出力抑制するのかという問いを立てたほうが、私は国民負担全体から見ると安くつくんだろうな

と思います。 

 先ほどの松村先生のおっしゃられた点はまさにそうだなと思います。これどうやるのか、例え

ば出力抑制の権利みたいなもの、負の権利になっちゃいますけれども、それを取引させるような

ことが仮にでも可能であれば、そういうふうなことも思考実験としてはおもしろいのかなという

ふうに伺っていますけれども、現実性はともかく理論的にはそうなのかなというふうに私も思い

ました。 

 以上です。 

○山地委員長 
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 どうもありがとうございました。 

 では、最初の議題の議論はとりあえずこのところで終えまして、２番目の太陽光と風力に関す

る、議題としては今後の導入状況の見通しと説明がありましたが、それに関する議論を始めたい

と思います。また発言ご希望の方はネームプレートを立てていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 では、まず小野委員からお願いいたします。 

○小野委員 

 ありがとうございます。 

 まず、細かな点で資料３のほうなんですけれども、今後の導入想定というのが出されたわけで

すが、この資料の中にはないのですけれども、資エネ庁が11月分の設備認定の情報をホームペー

ジにアップされておりますが、これを見ると、月間の認定量は122万ｋＷということで、過去の

駆け込み認定の兆候があらわれているような気がいたします。昨年三月の実績がそうだったよう

に、設備認定量はこの委員会での議論にも少なからず影響を与えるということから考えますと、

今後の実績についてはできるだけ速やかに公表していただければというふうに思います。 

 それから、太陽光の将来の導入量が設備認定量ではなくて施行能力によって律速されていると

いうことが非常によくわかりました。今後抑制的な買取価格が決定され、仮に設備認定量が減少

したとしても、当面の導入量には影響を与えないというふうに思われます。ここに何名かいらっ

しゃいますけれども、調達価格等算定委員会では、そういう状況も踏まえた負担拡大の防止の観

点から大胆な決定をお願いしたいというふうに思います。 

 それから、資料３の６ページ、ローカル系統制約についてですけれども、ここにローカル系統

の増強費用は、現行ルールでは発電事業者の負担が求められるため、今後の太陽光発電の導入量

拡大に伴い、太陽光発電事業者の負担を拡大し、ひいては賦課金等のコスト増加につながること

が考えられるというふうに記載されていますけれども、これはちょっといかがなものかと思いま

す。これは太陽光導入による系統増強費用が発生した場合、それが適正価格に算入されて、次年

度以降の買取価格が上昇するという前提で書かれたと思いますが、太陽光起因の系統増強費用を

一般負担とした場合、賦課金以外の系統費用にコスト転嫁されるだけであって、電力の需要家の

負担という立場から見れば、これは同じことであります。電気料金を負担する需要家保護の観点

からも太陽光に限らず原因者が特定できる場合は、原因者負担の原則を守るべきだと思います。 

 それから、８ページにパネル生産能力等が書いてあったんですけれども、パネルの国内メーカ

ーでも増産余力があるというふうに記載されているんですけれども、現在の国内の生産能力、そ

れから、出荷実績を具体的に教えていただければと思います。これだけの施行が行われ、マーケ
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ットが拡大している中で、国内パネル生産能力に余力があるということは、これはもう既にコス

トとか品質面で海外製品に負けているということを意味するのかどうかですね。これは再生可能

エネルギーの産業論にもかかわってくる話だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、資料１に関する全体的な話であります。 

 まず、今後コスト検証も含めてやっていかれるという話を聞いて、まず一つは安心いたしまし

た。やっぱり将来の導入量想定においては、物理的な導入可能量のみならず経済的な負担につい

てもセットでぜひ示していただきたいというふうに思います。昨年９月の本委員会における事務

局資料でも賦課金のみで年間2.7兆円、これは国民１人当たりですと、年間２万3,000円程度とい

うふうになりますが、そういう負担想定が示されて、さらに導入を拡大していこうとするならば、

それ以上の賦課金の負担や系統増強や系統安定化のためのコストも発生してきます。 

 本制度の負担者である国民や国内の産業に対して、ここまで入れるとこの程度の負担となりま

すよというようなことを、負担の適正性の判断材料としてやっぱりこれはセットで示されるべき

だというふうに思います。特に国内製造業にとって震災後の電気料金は、海外競合者とのイコー

ルフッティッングからはほど遠い状況になっており、このまま電気料金が上がり続けるという状

況は、国際競争力や国内での生産活動の継続に対して極めて深刻な影響を及ぼす可能性が高いと

思います。製造業の競争力強化は、国の成長戦略の最も重要な要件であるはずであります。ＦＩ

Ｔによる電気料金の負担の拡大は極めてリスキーであるという認識をぜひ持っていただきたいと

いうふうに思います。 

 それから、最後に前回の会議で説明のあった優先給電ルールに基づく太陽光導入可能量の検討

では、火力の大幅な利用率低下やメリットオーダーに基づかない運用が前提とされていました。

先行するドイツやスペインを見ると、火力利用率は大幅に低下して、火力設備がストランデッド

化してしまうということで、電力会社にとって大きな負担となるとともに、投資インセンティブ

が低下するなど将来の電力安定供給にも影響を及ぼしかねない事態となっていると思います。電

力システム改革との関連においては、ぜひこの点についてもしっかり検証を行っていただきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。その後、工藤委員、崎田委員、松村委員、佐久間委員、山内委員、

あと代理出席の笠原さん、それから、オブザーバーの風力発電協会さんにお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、工藤委員、どうぞ。 



 30 

○工藤（禎）委員 

 ありがとうございます。太陽光発電導入状況について、あと風力発電の導入状況についてコメ

ントさせていただきます。 

 まず、太陽光発電の導入状況についてなんですが、当初３年間は再エネ導入を促進するための

利潤が配慮期間であることと、また、聴聞による取り消しや接続効果の空押さえの防止措置がと

られていることもありまして、きょう導入ペースが示されましたけれども、今後は当初３年の導

入ペースに比べて多少なりとも鈍化するのではないかというふうに考えております。また、既に

施工業者にも確認いただいているということでございましたが、2020年を目指し、東京オリンピ

ック対応による一時的な施工能力の減少等もあるのではないかというふうに考えております。 

 次に、風力発電の導入状況についてでございますが、資料４の５ページ、８ページ、９ページ、

風力発電のさらなる拡大には地域間連系線等の利用ルールの見直し、地域間連系線等のインフラ

強化が不可欠であると考えています。これらは風力発電の拡大のためという文脈だけではなくて、

我が国の全体の電力の安定供給に資するものでありまして、国土強靱化の一環として位置づけら

れるものであると思っております。当然国民に意義を納得いただいて、また、国民に費用負担を

お願いすべきであれば十分な検討がなされるべきだと思いますけれども、とりわけ本件につきま

しては、これから風力発電を拡大するためというスナップショット的な観点ではなくて、中長期

的なエネルギー政策の中で国家の大きな円の中で議論が行われていくことを期待しております。 

 また、６ページにございますが、洋上風力については欧州が先行事例としてございますけれど

も、欧州との海洋地形の違いや北海油田開発運営経験が物理的、人的リソースの違いとしてある

ことも理解し、洋上風力を推進していくということでありましたならば、必要な施策を策定して

いくべきではないかというふうに考えております。具体的には、洋上風力の拡大には、これを建

設するために必要となるアクセス船やＳＥＰ船等の船舶やこれらを停泊するための港湾の整備が

必要となると思っています。また、一事業者がこれらの設備投資を行うことは非効率であります

ため、事業者が連携し、国の政策として整備を行っていくことが必要ではないかと思っています。

これらの整備まで事業者が行うのであれば、この費用について建設費用に織り込むべきか調達価

格等算定委員会にて議論が行われていく必要があるのではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 では、崎田委員、お願いします。 

○崎田委員 

 ありがとうございます。今回の資料を拝見して、固定価格買取制度を導入して太陽光も風力も
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今の再生可能エネルギーをふやしていく、という社会の流れの中で、かなり流れは進んできてい

ます。これをできるだけ伸びやかにふやしていくというのがきょうの課題であったかと思います

けれども、こういうときに今回いろいろ出てきているように、今後系統の余力はもうないのかと

いうことをもう少し明確にチェックしていただくとか、きめ細かい取り組みが必要だと思います。

少し長い目で見ると、きょうの資料に余りはっきり出ていないんですけれども、例えば風力だと

北海道とか東北とか、太陽光だと九州とかそういうところが明確に受け入れ量をオーバーしてく

るわけですので、そういう地域の電力に関して、例えば、ＣＯ２フリー水素を明確に取り入れる

ための産業開発をしていくとか、きょうは蓄電池のことだけが出ていましたけれども、少しそう

いう戦略を考えていってもいいのではないかなと思いました。 

 なぜかというと、私はエネ庁が実施された水素のロードマップの検討委員会の委員で入ってお

りました。あと、東京都が水素の戦略で今まで開いていた委員会で、社会の目線ということでプ

レゼンテーションをさせていただいています。そのような中で、今の水素はいろいろとＣＯ２フ

リーではありませんけれども、大体2030年代ぐらいからそういう状態にしていくというようなこ

とで計画ができています。それをもう少し前倒しするような感じで考えていくということがあっ

てもいいのではないかという印象を持っています。そういうふうにすれば、それをほかの電力消

費地のほうに運ぶために、系統連系をただ強くすると、それに１兆何千万円という試算が出てお

りましたが、そういうような中に計画だけでなくもう一つ別の開発というものも考えていいので

はないかというふうに感じました。よろしくお願いいたします。 

○山地委員長 

 では、松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 既にご指摘がありましたが、連系線に関しては私も新エネの理由だけでなく、今までの投資が

少な過ぎた、もっと増強すべきだという認識は共有していますが、一方で風力の適地が一部地域

に集中しており、この電気を流すためには連系線の投資が必要という発想に関しては、それが一

番コストが低いやり方なのかどうか、きちんと考える余地があると思います。一定程度増やすの

も他の理由で必要だと思いますが、それ以上になったときには、いろんなやり方があり、連系線

の増強は選択肢の一つという発想をすべきだと思います。 

 電気を北海道から東京まで運んでくるために送電線に大投資するほうがコストが低いのか、あ

るいは北海道で電気を使って、製品を東京まで持ってくるほうがコストが低いのかというような

ことは真剣に考える必要があると思います。その意味では、自然体に北海道での電気が安くなっ

て、北海道では特に不需要期も含めて安定的に電気を消費する需要家が、電炉などのメーカーや
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データセンターなどが、自然に本州から移転してくる状況になることが本来望ましい状況。とて

も残念なことに、現時点では、北海道電力の電気は日本で一番高い電気になっているという状況

で、足元では望ましくない状況となっていることは十分わかっています。しかしそういう発想、

需要対策を考えるという発想も重要になってくると思います。水の電気分解という発想は典型的

にそうだと思いますが、それ以外にもいろんなやり方を考えるべきだと思います。 

 それから、風力の適地が一部地域に集中しているというのは、これは事実ではあるとは思いま

すが、今現在では、買取価格は日本のどこで発電しても同じで、その結果として採算性は基本的

に風況のいいところが高く、それから、地価が低いところがよいという状況になっている。そこ

から電気を運んでくるためには膨大なコストがかかるということだとすると、風況が多少悪くて

も、したがって、同じ買取価格なら採算性は低くても、実際のトータルコストはもう少し需要地

に近いところで発電したほうが低いということもあり得る。本来そこでの買取価格が、送電投資

が必要なところよりも高くなっていれば状況は変わる可能性もある。これも考える必要があると

思います。電力システム改革で自然体にそういう世界になるということが理想的で、長期的には

その姿を目指すべきですが、新エネ委員会の範囲内でも、その可能性を考える必要があると思い

ます。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、佐久間委員、どうぞ。 

○佐久間委員 

 ローカル系統制約のことでちょっとコメントします。 

 ここにも書いてありますけれども、まず発電所から変電所までのアクセスについては、これは

事業者負担にすべきだと考えますし、それから、その発電所が入ることによって上位系統のコス

トが増加した場合も、これも例えば一時的に事業者が負担して、後から支払いを電力会社から受

けるとか、そういう工夫が必要だと思います。理由はいかに建設コストを安く上げるか、それか

ら、いかに利益率を高くするかというのが事業者のインセンティブでありまして、このインセン

ティブをするときには、やはりトータルのコストが安くなるということが国民負担の減少にもつ

ながりますから、ローカルの接続については事業者負担にすべきだというふうに考えます。 

 それから、先ほど崎田委員から水素について話がありましたので、私もちょっとコメントした

いんですが、現在、欧州では再生可能エネルギーが非常に多く出ると、マーケットがゼロになり

まして、電気代がゼロということで水の電気分解で水素をつくると、これは経済性が成り立ちま

す。先ほどメタンとかからつくる水素は非常に高くて全然ペイしないんですけれども、そういう
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観点から言うと、日本でも市場ができて再生可能エネルギーが非常に多くなって電気代がゼロに

なると、皮肉なことに水素の価格が安くなるということがあるんじゃないかと思います。 

 この系統接続とか再生可能エネルギーの導入というのは、今まで欧米で幾らでも失敗例という

のがありますので、それをやはりよく見て、できるだけ失敗を避けると。非常に電気というのは

貯蔵もしにくいですし、非常に特異な商品なので、そこも理解した上で、失敗例もよく見ながら

規制をつくっていくというのが重要ではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 では、山内委員、お願いします。 

○山内委員 

 連系線の話は先ほど松村さんがおっしゃっていたとおりで、最も社会的に見て安いコストにな

るような仕組みがよろしいかと思います。 

 それで、関連して資料３の６、７に費用負担の話がありますけれども、ここで費用負担のあり

方については別のところで議論しているということですので、特にそれに対するコメントという

ことになろうかと思いますけれども、受益者負担で費用負担をすべきだというのはそのとおりだ

と思います。ですから、今もご発言がありましたように、ローカルのところの受益がはっきりし

ているもの等、これについては受益者の負担ということになります。 

 それで、その先に先ほども小野委員だったかご発言ありましたけれども、６ページの最初のと

ころで、この賦課金コストの増につながるという形で何らかの系統に対する投資を調達価格に入

れるということがいいか悪いかといいますか、まず物理的にいって、今の制度ですと、ある特定

の負担に対して、そのコストを買取価格に入れるということはできませんので、多分これ全般的

に上がっていくと、そういう話ではあろうかと思いますけれども、ただ、まず１つは特定のもの

についてはそういう形での負担はできないということが一つ、それからもう一つは、これ入れる

か入れないかと言われると、全般的な話であっても効率性を考えると、必ずしもそれを直接に調

達価格に入れることが正しいと私は考えていないです。 

 なぜかというと、今、松村さんがおっしゃっていたのとちょっと近いんですけれども、何らか

の形で立地の条件とか、あるいは系統の条件とかそういった条件の違いの中で最も効率的なもの

から入っていくというのが望ましい姿であって、確かに一般的に調達価格に系統等の負担を入れ

ても、調達価格が全部一緒であればそういうインセンティブはあるけれども、よりインセンティ

ブを強くするには、そういったところが入ってこないということだと思います。そして、さっき

おっしゃったように、ここに入れるのであれば別の負担の仕方として例えば託送料金に入れると
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いう考え方もあるかもしれないけれども、全体的に電力の需要家でそれを負担しているという意

味で同じになってしまう。もうそうではなくて、効率的にやるものがコストを縮減できるという

ような仕組みを入れるべきだというふうに思っています。 

 その意味でいうと、ここの群馬県のエリアですか。入札で価格を下げましたと、これは当然で、

要するに負担すべき額を減らすというのは当然だと思います。もう一つは、要するに特にネット

ワークについては規模の経済が出るわけだから、たくさんそれにぶら下がればぶら下がるほどそ

の負担も小さくなるというわけで、そういうような形にすべきではないかというふうに思ってい

ます。 

 それからもう一つ、一般負担の限界というのがあるんですけれども、これも当然で費用対効果

が余りにも低いものについてこういった一般負担をするというのも合理的ではないというふうに

思っています。 

 以上です。 

○山地委員長 

 それでは、大澤委員の代理の笠原さん、お願いします。 

○笠原代理 

 大澤群馬県知事の代理で出席させていただいております。 

 本日の会議の中で地域内系統の関係につきまして大きく論点を整理していただきましたこと、

大変感謝申し上げます。地域での課題への対応を迫られております自治体にとりまして、この地

域内系統の問題というのはやはり非常に事業者等からもいろいろなお話を伺っておりまして、対

応に苦慮しているところでございますので、改めてこういう場で議論していただきますことに感

謝を申し上げたいと思います。 

 そうした中で、この再エネの導入につきましては、以前の会議の中でも申し上げましたとおり、

地域の活性化の観点での事業というのも地方におきましては取り組んでおるところでございます。

そうした観点からこの地域内系統の増強費用の負担につきましても、地域によって大きな格差が

生じることによって地域での先駆的な取り組み、あるいは自治体の先駆的な取り組み、あるいは

地域の事業者が参入できないというようなことにならないような負担のあり方をぜひ電力会社の

負担、あるいは国費の投入、あるいは国民負担というさまざまな視点があろうかと思いますけれ

ども、考えていただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 それでは、オブザーバーの風力発電協会さん、その後、また委員に戻りまして、環境省さんも
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ちょっと見過ごしましたが、委員の発言の後にまた環境省さん、代理の青山さんの後ということ

にいたしたいと思います。 

 それでは、どうぞ。 

○祓川オブザーバー 

 それでは、日本風力発電協会のほうから一言発言させていただきます。 

 先般、新エネルギー小委員会で事務局で発表されました風力発電の施策可能量が564万ｋＷで、

今回の小委員会において連系可能量を考慮した導入見込み量が風力の場合620万ｋＷということ

が示されております。導入ベースをあくまでも仮定ということでございますが、事務局のほうで

試算いただいたところによりますと、2030年の導入量というのは洋上を含めて1,150万ｋＷから

1,250万ｋＷという数値が示されているということだと思います。 

 他国がどうかというのはいかがなものかどうかわかりませんが、ドイツでは風力の導入目標は

2024年で6,770万ｋＷ、スペインは2020年で3,575万ｋＷ、フランスでも2030年は3,660万ｋＷ、

英国では2035年に4,700万ｋＷの風力導入目標が掲げられているというふうに理解しております。

我が国の電力会社さんによって種々検討された上での接続可能量ということなので、精緻なもの

だというふうには理解しているんでございますが、果たして出力抑制や揚水の活用、火力の出力

低減を十分し、さらには気象予測技術を加味した接続可能量になっているのかどうかというもの

についてちょっと危惧しているところでございます。さらに、本格的な広域運用もこの接続可能

量には加味されていないのではないかというふうに認識している次第でございます。 

 先般、この564万ｋＷをベースに系統ワーキンググループで短期間集中的にご検討いただいた

ベースで、太陽光の導入目標量が事務局より可及的速やかに示されまして、経産省さんから各施

策が発表されたことは短期的な取り組みとしては大いに評価されるべきだというふうに私どもは

考えております。しかしながら、この系統ワーキンググループの検討は緊急的な対応であったと

いうふうに理解しておりまして、事務局のほうからもご提案のあるように継続的な再生可能エネ

ルギーの導入量最大化の検証を進める必要があると思いますので、ぜひ系統ワーキンググループ

による引き続きの検討とその結果の報告を実施いただくよう事務局にお願いするところでござい

ます。 

 一方、風力発電の大規模な導入を図るためには、先ほどもお話しありますように、風況のよい

北海道や東北にどうしても集中します。その中でも北海道の北部や青森県上北、秋田県に着目し、

その地域は送電網が脆弱でありますので、経産省さんにより送電網増強の実証研究が実施されて

いるということは非常に歓迎するところでございます。現在、実証研究の認可を受けた４送電会

社の送電網計画、あくまでも現状でございますけれども、約350万ｋＷ程度となっております。
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この送電網増強により、結果として各地域の電力会社では電気を受け入れることができませんの

で、電気を運ぶためには、東京に流すためには地域間連系線の活用、すなわち北本送電線と相馬

双葉幹線を利用する必要があるというふうに考えるところでございます。 

 一方、これからご議論をいただくというところでございますが、現状これらの地域間連系線に

流れる制度や仕組みが整備されているとは言えないというふうに考えております。特に確実性の

高い送電網計画、それによる発電ができた場合には、順次あくまでもコスト負担がない既存の地

域間連系線を利用できる制度や仕組みを早急に整えていただいて、広域的な運用の第一歩を力強

く踏み出していただきたいということをお願いする次第です。 

 今申し上げましたように、ポイントは接続可能量の検証、接続可能量最大化に向けた検証、そ

して、既存の地域間連系線の確実な活用による風力発電の導入拡大ということが喫緊の課題とい

うふうに考えています。事務局から本日お示しされました地域間連系線等のインフラ強化や大型

蓄電池を活用した連系可能量拡大などにより、本格的な広域運用がどうあるべきかについては、

国民負担を考慮して検討を推進していただきたいというふうに思うところでございます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 この後は私が把握しているところでは、高村委員、それから、大橋委員とまいりまして、あと

稚内市長の工藤委員の代理の青山さん、その後、辰巳委員、その後、環境省さんと、そういうふ

うに回していきたいと思います。 

 高村委員、どうぞ。 

○高村委員 

 ありがとうございます。非常に大事な導入量の議論だと思っております。長期需給見通しの委

員会でも最後、坂根座長がまずは省エネと再エネをどこまで最大実現可能かというのをちゃんと

見ていく必要があるというふうにおっしゃっておりましたけれども、その意味で今回出していた

だいた資料というのは、議論の出発点として現状の足元から見たときにどういう導入量が見込ま

れるんだろうかというところを示していただいたものというふうに思っております。 

 他方でこれからどう検討していこうかという点についてお願いでもありますし、それから、お

尋ねをしたい点でもあるんですけれども、やはり皆が納得できる検討の方法でなければいけない

だろうと。つまり想定が明らかであって、納得されるようなものでなければならないと思うわけ

ですが、その意味でほかの既にいくつかの団体、研究機関あるいは団体でしょうか、試算を出し

ていると思っておりまして、例えば風力発電協会さんも2030年の導入量というのは出していらっ

しゃると理解しておりますけれども、なぜその試算値が出ていて、どういうふうな前提が異なっ
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ているので、異なっているのかというところの情報を出していただきたいという点です。これは

検討が多分かなり急いでやらなければいけない作業なんだというふうに思っておりまして、そう

いう意味では、ぜひ次回出していただきたいというふうに思っております。 

 それから、風力の具体的な試算のところはきょうは申し上げませんけれども、検討の仕方のと

ころで、やはりコストの議論というのは他方で重要だと私も思っております。その際にコストを

計算するときの一定の視点といいましょうか、お願い、要望でもあるんですけれども、１つは賦

課金の試算についてこれまで今の認定量が全て入ったときにどれぐらいの水準になるかという一

種のワンポイントの試算を出してくださっていると思うんですが、賦課金というのは当然調達期

間を割れば、特に高いところは卒業していかれるわけで、とりわけ2030年との関係でいきますと、

15年、20年を見通したときに想定される賦課金の試算がどういう水準なのかというのは、ぜひ議

論として議論の俎上に出していただきたいというふうに思っております。 

 コストにかかわってもう一つ、系統の議論がこの委員会でも今ございました。松村先生がおっ

しゃったように、ネットワークとして公共性の高いもので、単に再エネだけでない意味があると

いう点は非常に重要な点だと思います。具体的な事業者の負担の考え方についてというのと、で

も、ほかの電源以外にも使われる場合に再エネの事業者にどこまで担わせるのかという点は、少

し考え方を整理する必要があると思いますが、このマクロのコストの議論をするときに、つまり

費用の負担の仕方がどうなるかによって、どの電源の負担かというのは変わり得ることを考える

と、系統のコストというのは再エネ等のコストと独立をした形で数値を出していただきたいとい

う点がございます。出していただきたいんですが、分けて出していただきたいということです。 

 それから、需給見通しの小委員会でも再エネのコストの重要性というのはありましたけれども、

同時にメリットの重要性ということも指摘があったと理解をしております。需給率の向上あるい

は地域経済、先ほど群馬県のほうからありましたけれども、それから、清水委員が言われました

温暖化対策効果といっても非常に大事なだというふうに思っておりますが、こうした伴う、生じ

得るメリットも同時に出していただいて判断できるようにしていただきたいと思っております。 

 メリットの１つの一環として、当然再エネが入らなかったら、その分何かで代替をしなければ

いけないので、問題はその代替をしたときにどういう負担を我々はしなければいけないのかとい

うことも同時に示す必要があると思っておりまして、これはここの場を超えるのかもしれません

けれども、しかし、やはりコストの議論をするのであれば、そうした情報を隣に置いて議論をす

る必要があろうかというふうに思います。 

 以上です。 

○山地委員長 
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 では、大橋委員、お願いいたします。 

○大橋委員 

 ありがとうございます。全部で４点ございます。 

 まず、資料３の５ページでございますけれども、この右側の図を見せていただいて思うことで

すけれども、現状は大規模な太陽光発電についての連系制約について非常に注力をしてきたわけ

ですけれども、50ｋＷの低圧についても系統制約が訪れるということではないかなというふうに

思っています。つまりこのペースで順調に入るとはちょっと想定できないのではないかというこ

とを、この図を見て思います。 

 仮にこれだけを入れるとなると、風力が多分連系しても入らなくなるのではないかというふう

に思います。資料２と資料３と、太陽光と風力と別々に扱われていますけれども、これ２つ合わ

せると、もしかして100％を超えているんじゃないかというふうな思いを持っていまして、この

２つの資料というのは相互に整合的に検討しなければならないだろうと。それぞれの電源で最大

限入るものを計算するのも重要だと思いますけれども、最終的に姿というのは、その２つを足し

た数字じゃなくて、おそらくそれよりも小さい数字になるということなんだろうと思います。 

 そのように考えたときに、何を目標にするかですけれども、再エネのキロワットアワーを最大

限入れたいということであれば、まず風力を考えるのが多分コストの点から見ても、あるいは最

大限の導入を図る意味から見ても自然な考え方じゃないかというふうに思います。まず風力を連

系線を通じて埋めてから、その上であと太陽光がどれだけ入るのかという検討をするのが恐らく

ステップとして一つの自然な考え方かなというふうに思います。 

 いずれにしても、現在連系可能量のお話をされていますけれども、この可能量というのは物理

的な可能量だというふうに私は理解していて、この量を入れるべきだという話には恐らくなって

いないはすだと思っています。この裏にはコストがあるはずで、そのコストというのは入れるこ

とによって発生する機会費用、火力がとめられるのだったらそのコストというものを本来勘案す

べきものだというふうに思いますので、コストの検証もあわせて本来どれだけ入るかというこの

資料１にあるエネルギーミックスの話というのはされるべきというふうに思います。 

 最後の論点ですけれども、連系線の増強のお話がありましたけれども、その場合で考えるべき

論点として、その連系線の効率的な利用ということを抜本的に考えることができないかというこ

とをまず最大限みんな知恵を絞るべきかなというふうに思います。ここの部分の知恵を絞り切っ

た上で、それでも入らないというか、いっぱいだということであれば増強の話も費用対効果を見

て考えるということなんだと思いますけれども、そもそも連系線の利用、現状の議論の延長戦を

多分されているという印象を持っていまして、ここのあたりをもう少しマージンの扱い等々含め
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て抜本的に考えることも当然視野に入れるべきだというふうに思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 それでは、青山さん、どうぞお願いします。 

○青山代理 

 稚内市、工藤広の代理の青山でございます。私のほうから１点だけ気になった点をちょっと発

言させていただきたいと思います。 

 地域間連系の話でありますけれども、地域間連系の可能量をいかにふやしていくか、これは大

きな課題であるということは先ほど事務局のほうからの説明があったとおりだと思います。連系

可能量の拡大のための手立てについては、技術的な問題点もあるのでしょうけれども、平成24年

度の連系線利用実績を電力系統利用協議会の資料で見る限りでは、まだまだ北海道から東北へ、

また、東北から東京においても利用率が低いのではないのかなというふうに思われます。もちろ

んこの３電力会社のほうで実証実験も新たに行われているというふうには聞いておりますけれど

も、この管の中にまだ少しでも入る余地はないのかなというふうに思っております。需給ひっ迫

時や災害時などの緊急時の利用のための一定の枠を確保するということも考えられていますけれ

ども、緊急時の利用を優先するルールを明確にした上で広域連携の設備の有効活用についても検

討する必要があるのではないかなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 では、辰巳委員、その後、馬場委員の名札が立ちましたので、馬場委員の後に環境省さん、お

願いいたします。 

○辰巳委員 

 ありがとうございます。少しだけなんですけれども、まず、この委員会の役割は何だろうかと

いうふうに考えたときに、やっぱり新エネの導入量を最大限に上げるためにつくられている委員

会だというふうに私は思っておりまして、それで、そのために行うべきことは何だろうかなとい

うのを探る委員会だというふうに思っています。 

 そのためには、やっぱり資料としてもっと導入拡大につながるというふうなものが必要じゃな

いかなというふうなことを思っています。もちろん実際にドイツやスペインなんかでは、きょう

のテーマである太陽光や風力でもう30％以上の実績があるわけで、そういうところでのやっぱり

データもちゃんと、先ほども出ておりましたけれども、きちんといただきたかったなというふう

にきょうは思いました。 
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 それであと、コストのお話だったり連系の接続問題など消極的な方向になる話のデータばかり

なので、何か聞いておりますと、今までの電力会社さんの運営の仕組みというのが最善であり、

再エネというのは迷惑なエネルギーだというふうな考えのようにも見えてきてしまうんですね、

私には。だから、コスト等についても今後検証がなされていくとは思いますけれども、やっぱり

福島の事故後、根本的に見直そうというための委員会だったというふうに思いますもので、やっ

ぱり新たな産業構造をつくり出すという発想で、今までと全然違う発想というのが必要かなとい

うふうに思っております。だから、そういう意味でぜひ前向きな検討が行えるような、参考とな

る資料をぜひお願いしたいなと。具体的に何かと言われれば、もう先ほどから何度か、幾つか出

ておりますので、私も全く同意しますもので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 再生可能エネルギーの最大限導入というのが目標なんですよね。ただ、系統受け入れ容量に物

理的制約があるという中で、自然変動電源の太陽電池が最大限に入ってくると、再生可能エネル

ギー全体の最大限導入と矛盾することにもなるわけです。そこが難しいところで議論していると

いうふうに私は理解しています。 

 馬場委員。 

○馬場委員 

 ありがとうございます。大体皆さんがおっしゃられたことと同じなんですけれども、やっぱり

１つはちょっと連系線については、慎重な議論が必要かなというふうに思います。交流連系線と

かを強化するとかということですと、日本の連系線は弱い、弱いというふうに言われているんで

すけれども、もともと設計思想というのが前にも申し上げたとおり、たしか大規模な事故波及と

いうものをなるべくなくすようにという過去のいろいろな経験の上でこういうふうな系統になっ

てきたのかなということなので、もしここでそれを増強していろんなことをやるということであ

れば、日本全体のシステムをもう一回ガラガラポンで全部考え直さなくちゃいけないという物す

ごい大変な作業が必要になってしまうというようなことでありますので、その辺が近視眼的では

なく、非常に長期の課題であると思いますので、その辺はもう少し議論を深めてからそういった

増強をするのか、しないのか、システムがどうあるべきなのかというふうな議論をしなくちゃい

けないので、なかなか再エネのために増強するというのは皆さん反対だというふうにおっしゃら

れたわけなんですけれども、やはりそういうような議論が必要かなというふうに思います。 

 特に再エネは今もどんどん入り続けているわけなので、非常に長期的な10年、20年のそういっ

た議論が多分必要になってくるだろうなというようなことでありますし、それから、ちょっと前
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のほうで言えばよかったのかもしれませんけれども、要するにずっと今、過渡状態が続いている

わけなので、出力制限についても最初から多分うまくいかなくて、やっぱり10年オーダーぐらい

で多分経験を積まないとうまくいかないのではないかなということなので、近視眼的に「何だ、

おまえ、出力抑制要らなかったのにしたじゃないか」というふうなことで議論するわけでなく、

もう少し長い目で見られるような、そういったような議論とか、それから制度にすべきではない

かなというふうに思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 それでは、環境省さん、お願いいたします。 

○環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 

 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。今回太陽光発電と風力発電につきまし

て導入の見込み量が示されたわけですけれども、今回示されたのは現行のルールですとか、ある

いは系統制約のもとで試算されたものと理解しています。ですから、今後の系統対策等で導入余

地がまた出てくるでしょうし、また、系統対策が進むことで事業者の導入意欲が高まる、その結

果、導入のペースが変わるというようなこともあるかと思います。 

 この導入見通し等については、環境省のほうでも検討しておりますので、今後事務局と連携し

て進めていけたらと思っております。 

 以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。説明のほうも続けて資料の説明をしていただいて、議論も分

けはしましたけれども、連続して議論したので、非常に長丁場の議論になりましたが、いただき

ましたご質問とかご指摘で、この場で対応できるところについて事務局からご回答いただきたい

と思います。 

○松山新エネルギー対策課長 

 ありがとうございます。本当に多岐にわたる論点につきまして、さまざまなご指摘、ありがと

うございます。 

 まず、出力制限のほうにつきましては、いろいろご指摘を頂戴しました。高村委員のほうから、

系統ワーキンググループだけに任せるのではなく、しっかりと根本にかかわる話なのでこの委員

会のほうでも、というお話もございました。ご指摘をしっかり踏まえまして、専門的な議論とそ

の上でのルールということはしっかりと整理しつつ、今後ともこの委員会にご報告し、議論いた

だきたいというふうに思っております。 
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 あと細かい点が幾つかございましたけれども、小野委員のほうから出力制御の絵についてご質

問があったかと思います。これは今電事連さんなりＪＰＥＡさんなりＪＥＭＡさんのほうで検討

している途中の話なんでございますけれども、やはりそれぞれの発電事業者さんの内部のシステ

ムと直結させるということに難しさが生じてまいります。これはセキュリティーの面もございま

すし、電力安定性という面でもあるかと思います。ですから、その際にどういう形で間に仲介す

る人を持ってくるか、そうした上で、そことの間の指令関係をどれだけ即応性の高いものにして

いくかという観点で検討が進められているというふうに聞いております。人というのを介在する

のか、システムで対応できるのかということについて言いますと、むしろそのこと自体というよ

りも、どれぐらいのレベルのものをどれぐらいのきめ細かさで対応していくかということかとい

うふうに理解しておりますので、そういうものとご理解いただければと思います。 

 あと、工藤委員のほうから再生熱のお話をいただいたかと思います。これまでこの委員会の中

でははっきりした形で、この熱の話はご議論させていただいていないんですけれども、あえてこ

こは電気と熱ということで分けたときに、熱のところが再生熱としか言わないもので、わかりづ

らい表現になっておりますが、各種エネルギーについて、エネルギーミックスで議論するに際し

て、一つ一つ議論を深めていきたいと思っておりますので、例えば廃棄物、バイオマス、黒液、

太陽熱、さまざまな熱源として利用できるような再生可能エネルギーの熱利用というものについ

て、今回お示ししたものと同じような形で現状と課題、制約、コストをどこまでお示しできるか

ということによりますけれども、やっていきたいと考えております。 

 あと、岩船委員のほうからワーキンググループのデータの公開の話、たび重ねてご意見を頂戴

しております。取り扱いをどういう形でやっていくかということは事務等含めて検討してまいり

ますけれども、きょうも資料に書かせていただきましたとおり、可能な限り公開して、いろんな

方々がご利用できるような形にしていく形にしていきたいと思います。どこまでできるかを含め

て検討させていただきたいと思っております。 

 あとは、いただいたご意見はしっかりと踏まえた形で対応します。質問を中心にお話ししてま

いりますと、太陽光、風力のほうのお話に移りますと、小野委員のほうからパネルの生産能力の

話の質問を頂戴しましたけれども、これもまた、事務局のほうから後ほどまた改めてご連絡した

いと思います。一般論で申し上げますと、生産能力自体の増強ということは物理的には可能です

が、問題はコストの面といったところがあって、生産能力増強に各事業者のほうで踏み切られる

かどうかというところは別途の判断があるお話かと思いますし、量がふえればふえるほど海外も

のがふえてくるという一般的な傾向はあるというふうには理解してございます。 

 あとは、こちらのほうもいろいろなご指摘を頂戴しておりますので、それを踏まえて対応して
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いきたいと思いますが、高村委員のほうからいただいておりますお話で、賦課金の試算及びコス

トの話、これもほかの委員の方々からもいろいろといただいているところでございますが、しっ

かりした形で次回以降お示しするような形にしたいと思いますし、系統のところについては、そ

れと分ける形でお示しするつもりでおります。 

 あとは賦課金の見込み、これは調達価格算定委員会のマンデートの事項でございますので、余

り立ち入った形にはなかなかしづらいところでございます。以前お示ししたような形でフラット

に今の価格を適用するということでなく、一定の低減率というのをかけて、より実態に近い形に

下げていくという方向の形でご議論させていただければと思います。ただ、その際に太陽光以外

のなかなか導入が進んでいない電源について、ここから15年の間にどれぐらい低減率を置くかど

うか、余り置き過ぎると等値線ではなくなっていくということもありますので、太陽光とそれ以

外をどう考えるかというところは出てくるのかなということを考えてございます。 

 あと、その際に他の機関の出している試算との比較というところがございました。風力協会さ

んのほうから3,600万ｋＷと非常に高い数字が出されているのも承知しておりますし、この点は

協会さんのほうとは事前にもうヒアリングといいますか、意見交換させていただいております。

ただ、現実的な見込みとしてどう置いていくかというところについてあくまでも私どものヒアリ

ング及び実際の足元のデータを見たところでの標準的な伸びということを設定しているところで

ございます。 

 ただ、これはあくまでも一つのペースとして示したものでありまして、これを先ほど辰巳委員

からご指摘がありましたように、どう伸ばしていくかと、どういう目標値として置いていくかと

いうことはまた別の議論としてあろうかと思います。本日、資料１としてお示ししたものにござ

いますように、一定の導入の見込み、制約ということを示した上で、導入拡大を図っていくため

の制度、政策というのはどうあるべきかということは、この見込みのパスを示した上でご議論い

ただかなければならない、この小委員会の本務としての部分かと思います。辰巳委員におかれて

は、ちょっとネガティブに映っているような感じがございましたが、決してそういう趣旨ではご

ざいませんので、足元を見きわめた上での導入量を見定める際にどうしても制約面というのがい

ろいろと示されてしまったというところについては、ちょっと誤解なきよう申しておきたいと思

います。 

 あと、風力協会のほうから系統ワーキングで継続的な検討をというお話がございました。この

点も含めまして、パブリックコメントに対する回答の中でも接続可能量については風力のところ

も含めて、適時適切な見直し、検証をしていくというふうに考えております。どういうタイミン

グでどういうものをということはこれから検討させていただきたいと思ってございます。 



 44 

 多々いろいろとございましたが、とりあえず私のほうから今のところのご回答は以上でござい

ます。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 今後も検討していく課題が多々あるということでございますけれども、今回の委員の皆さんか

ら非常に貴重な意見を多々賜りまして、どうもありがとうございました。 

 

３．閉会 

 

○山地委員長 

 次回の小委員会の開催日時は、また事務局から別途連絡するということでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 大体いつも30分ぐらいは伸びるかなと思っていたとおりになりましたけれども、今回の小委員

会はこれで閉会といたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

－了－ 


